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１．2023年度労働協約改訂のポイント 

 2023年度の労働協約改訂のポイントは大きく３点です。 
1. 労使通年協議（支部労使、グループ労使）による人事賃金制度改定に伴う対応 ※期中の覚書対応含む 

2. グループ共通で検討された運用の明文化、実態にあわせた表現変更等に伴う対応 

3. 労働協約の不備、誤植の修正対応 

 

１.労使通年協議（支部労使、グループ労使）による人事賃金制度改定に伴う対応 ※１）、２）３）は期中に覚書締結

済み  

１）最低賃金引上げに伴う、職種給の改定 ≪賃金規程≫ 【対象：アシスト・エルダーアシスト・エルダー（時給）】 
①別表を変更（覚書締結済み） 
２）社会保険適用拡大に伴う改定 ≪本則（人事＿人事）、就業規程≫  

【対象：アシスト・エルダーアシスト・エルダー（時給）】 
①勤務日数・所定労働時間の変更、別表の変更（覚書締結済み） 
３）配偶者転勤休職制度の新設  ≪本則（人事＿休職）、配偶者転勤休職制度規程※新設≫ 【対象：全雇用形態】 
①本則第 5章人事、第 2節休職、休職に号を追記 
②配偶者転勤休職制度規程を新設 
４）要保護者 Cへの所定労働日数の低減対応 ≪安全衛生管理規程≫ 【対象：全雇用形態】 
①安全衛生管理規程の運用細則、要保護Ｃの取り扱いに追記（覚書締結済み） 
５）ステージＢ新人事賃金制度改定に伴う対応 ≪賃金規程規程≫ 【対象：ゼネラルスタッフ】 
①ステージＢの諒解事項の削除（覚書締結済み） 

 

２.グループ共通で検討された運用の明文化、実態にあわせた表現変更等に伴う対応 

１）１）ベースアップ（最低賃金引上げ）への対応   ≪賃金規程≫【対象：全雇用形態（メイト・エルダースタッフ）】 
①別表をベースアップ（最低賃金）要求を反映した新賃金表へ変更 
２）年次有給休暇基準日以外入社者の入社年度の出勤率の算定  ≪本則（労働条件＿休日・休暇≫【対象：全雇用形態】 
①前年度 4月 1日～入社日前日までの期間に入社した場合、入社月以前の日数は出勤していたものとみなして算出すること

を記載 
３）入社日時点で短時間勤務を取得する場合への対応 ≪本則（労働条件＿休日・休暇≫ 【対象：全雇用形態】 
➀短時間勤務制度を入社日時点で取得し、かつ所定労働日数の低減となった場合の、入社月に応じた有給付与数を追記 
４）フレックスタイム制の時間外手当・深夜勤務手当の割増率の表記修正 ≪賃金規程≫【対象：ゼネラル・メイト・プ

ロ・エルダー（月給）】 
①時間外手当と深夜勤務手当の表記をそれぞれ整理し記載変更 
５）育児休業１歳に達する日以前の特例の取得方法を追記 ≪育児休業規程≫ 【対象：全雇用形態】 
①特例の有給休暇 5日は、育児休業として子が 1歳に達する期間で 4週間以内の育児休業を取得する場合、4週の範囲内で

取得することを明記 
６）グループライフイベント転籍制度の申請事由を追記  ≪キャリア形成支援制度規程≫ 【対象：全雇用形態】 
①グループライフイベント転籍制度の申請事由の漏れを追記（離婚） 
②介護・看護の運用を追記（対象家族の方が介護や看護の状態にあることが証明できる書面等の提出） 
７）確定拠出年金のゼネラル転換時の前払い選択を追記 ≪退職給付規程≫ 【対象：ゼネラル】 
①メイト・プロの DC加入者がゼネラル転換時に、前払い退職手当の選択は不可を明記 
８）確定拠出年金の諒解事項を削除（期限経過のため） ≪退職給付規程≫  

【対象：ゼネラル・メイト・プロ・スペシャル】 
①諒解事項の期限経過のため削除（※確定拠出年金法改正に伴う対応について～DCの加入者は 2022年 9月 30日まで個人型

年金に掛金を拠出することはできない） 
９）育児休業規程の諒解事項を削除（期限経過のため） ≪育児休業規程≫ 【対象：全雇用形態】 
①諒解事項の期限経過のため削除（※育児介護休業法改定に伴う対応について～2022年 10月 1日から有効とする） 
１０）国内出向時の労働条件の適用を明記 ≪国内出向規程≫ 【全雇用形態】 
①労働協約の各規程ごとに『出向元』『出向先』『出向協定書』のいずれによるかを明記 
１１）法改正に伴い、引用する法律条数の記載変更 ≪健康情報等の取り扱い規程≫ 【全雇用形態】 
①個人情報保護法の改正が 2023年 4月 1日に改正されるため、法律条文に対する引用条数の繰り下げ 
１２）海外出張にかかる日当の見直し ≪出張規程≫ 【全雇用形態】 
①物価高等の影響を勘案し、一部地域の日当を見直し 

 

３.労働協約の不備、誤植の修正対応 

１）年間休日数の記載誤り ≪休日規程≫ 【対象：ゼネラル・メイト・プロ・エルダー（月給制）スタッフ】 
➀年間総休日数 113日⇒117日へ修正 
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2.改訂内容（本則・付属諸規程 新旧対称表） 

（１）ゼネラルスタッフ  

■労働協約（本則） 

現行 改訂 適用 
第５章 人事 

第2節 休職 

第５章 人事 

第2節 休職 
 

第512条(休 職) 

会社は、ゼネラルスタッフが次の各号の一つに該当するときは休

職とする。 

（中略） 

（新設）  

7.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする 

第512条(休 職) 

会社は、ゼネラルスタッフが次の各号の一つに該当するときは休

職とする。 

（中略） 

7．配偶者の勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・

国内）において配偶者と生活を共にするために休業を申し出たと

き。この場合は、別に定める「配偶者転勤休職規程」により取扱

う。 

8.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする。 

 

配偶者転勤休職制度の規

定 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

 

第614条(年次有給休暇) 

会社はゼネラルスタッフに対して、勤続年数に応じ、1年間に次

の基準により年次有給休暇を与える。 

（中略） 

１.入社時に付与する年次有給休暇は、入社月により次の通りと

する。 

 

 
 

 

 

 

（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

（新設） 

  

 

第614条(年次有給休暇) 

会社はゼネラルスタッフに対して、勤続年数及び１ヵ月を平均し

た週所定労働日数に応じ、1年間に次の基準により年次有給休暇

を与える。 

（中略） 

1.入社時に付与する年次有給休暇は、入社月及び１ヵ月を平均し

た週所定労働日数により次の通りとする。なお、入社日時点で、

介護・介護準備勤務規程第７条または短時間勤務規程第 8条に定

める所定労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している場

合、１ヵ月を平均した週所定労働日数については｢週 4日｣を適用

する。 

 

 
（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

なお、入社日が 4月1日以外の者については、4月1日から入社

日前日までの暦日は全て出勤したものとして出勤率を算出するも

のとする。 

入社日時点で短時間勤務

を取得する場合への対応  

 

基準日統一に対する出勤

率の算出ルールを明記 

 

第14章 効力 第14章 効力  

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2022 年 4 月1 日から 2023 年 3 月 31 日ま

でとする。 

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2023 年 4 月1 日から 2024 年 3 月 31 日ま

でとする。 

効力の年度改定 

 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2023年3月31

日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2024年3月31

日を超えることはできない。 

効力の年度改定 

 

第15章 付則 第15章 付則  

2022年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

2023年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

効力の年度改定 

 

 

 

 
入社 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

日数 10日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

 

1カ月を平均した 

所定労働時間 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

5日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

4日 7日 7日 7日 7日 7日 7日 4日 3日 2日 0日   
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■付属諸規程 

現行 改訂 適用 
休日規程 

第１章 総則 

休日規程 

第１章 総則 
 

第102条(休日数) 

年間の総休日数113日の内訳は、原則として以下の通りとする。 

1. 店舗休業日、各個休日 ･･････109日 

2. 連続休暇分各個休日  ･･････8日 

第102条(休日数) 

年間の総休日数117日の内訳は、原則として以下の通りとする。 

3. 店舗休業日、各個休日 ･･････109日 

4. 連続休暇分各個休日  ･･････8日 

総休日数の誤り 

第3章 諸手当 第3章 諸手当  

第302条(時間外勤務手当･深夜勤務手当) 

各人の所定就業時間外における早出、残業に対しては、時間外勤

務手当(深夜勤務分含む)として、1分間につき通常の賃金および

労働基準法に定める割増分の賃金を支給する。 

 

②前項にかかわらず、フレックスタイム制勤務者については、月間

所定労働時間を超えて労働した時間には 1 分間につき労働基準法

に定める時間外勤務手当を支給する。また、午後 10時から午前 5

時の間に労働した時間には 1 分間につき労働基準法に定める深夜

勤務手当を支給する。 

③前 2 項にかかわらず、労働基準法第 41 条該当者については、1

分間につき本給を月の所定労働時間で除した賃金をもとに労働基

準法に定める深夜勤務における割増分の賃金を支給する。 

④1分間における割増分の賃金は、以下の通りとする。 

（表略） 

上記にかかわらず、所定時間外労働が 1ヵ月60時間を超える場合

の割増率は、以下を適用する。 

（表略） 

 

 

 

第302条(時間外勤務手当･深夜勤務手当) 

各人の所定労働時間外労働に対しては、時間外勤務手当として、1

分間につき通常の賃金及び割増賃金を支給する。なお、割増賃金率

は、１か月の時間外労働の時間数に応じて、次のとおりとする。こ

の場合の１か月は毎月 1日を起算日とする。 

1.所定時間外労働 60時間以下 25％ 

2.所定時間外労働 60時間超  50％ 

但し、労働基準法第 41条該当者については、時間外勤務手当は支

給しない。 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

②午後10時から午前 5時の間の労働に対しては、深夜勤務手当と

して、1分間につき割増賃金を支給する。なお、割増賃金率は25％

とする。 

③前各項の割増賃金の基礎となる 1 分間当たりの賃金額は以下の

式により算出する。 

本給／9510 

表記の整理 

（別表）本給表・昇給表 

＜ステージA＞ 

【資格給】 

115,000円（月額） 

（中略） 

【本給＝資格給＋役割給＋個人成果給】 

（別表）本給表・昇給表 

＜ステージA＞ 

【資格給】 

117,000円（月額） 

（中略） 

 

 

ベースアップを反映 

ステージＢは前年度制度

改定時の諒解事項の削除 



4 

 

現行 改訂 適用 

 

【諒解事項】 以下のステージ B賃金表は 2022年6月15日まで

の使用（評価反映時）とする 

 

＜ステージB＞※2022年6月15日まで使用 

【資格給】 

55,000円（月額） 

【役割成果給】  （月額、単位：円）  

 

 

【本給＝資格給＋役割成果給】 （月額、単位：円） 

 

 
 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランク GM0 GM1 GM2 GM3 GM4 M４ M3 M2 M1

1 708,000 648,000 598,000 558,000 528,000 498,000 478,000 458,000 418,000

2 707,000 647,000 597,000 557,000 527,000 497,000 477,000 457,000 417,000

3 706,000 646,000 596,000 556,000 526,000 496,000 476,000 456,000 416,000

4 705,000 645,000 595,000 555,000 525,000 495,000 475,000 455,000 415,000

5 704,000 644,000 594,000 554,000 524,000 494,000 474,000 454,000 414,000

6 703,000 643,000 593,000 553,000 523,000 493,000 473,000 453,000 413,000

7 702,000 642,000 592,000 552,000 522,000 492,000 472,000 452,000 412,000

8 701,000 641,000 591,000 551,000 521,000 491,000 471,000 451,000 411,000

9 700,000 640,000 590,000 550,000 520,000 490,000 470,000 450,000 410,000

10 699,000 639,000 589,000 549,000 519,000 489,000 469,000 449,000 409,000

11 698,000 638,000 588,000 548,000 518,000 488,000 468,000 448,000 408,000

12 697,000 637,000 587,000 547,000 517,000 487,000 467,000 447,000 407,000

13 696,000 636,000 586,000 546,000 516,000 486,000 466,000 446,000 406,000

14 695,000 635,000 585,000 545,000 515,000 485,000 465,000 445,000 405,000

15 694,000 634,000 584,000 544,000 514,000 484,000 464,000 444,000 404,000

16 693,000 633,000 583,000 543,000 513,000 483,000 463,000 443,000 403,000

17 692,000 632,000 582,000 542,000 512,000 482,000 462,000 442,000 402,000

18 691,000 631,000 581,000 541,000 511,000 481,000 461,000 441,000 401,000

19 690,000 630,000 580,000 540,000 510,000 480,000 460,000 440,000 400,000

20 689,000 629,000 579,000 539,000 509,000 479,000 459,000 439,000 399,000

21 688,000 628,000 578,000 538,000 508,000 478,000 458,000 438,000 398,000

22 687,000 627,000 577,000 537,000 507,000 477,000 457,000 437,000 397,000

23 686,000 626,000 576,000 536,000 506,000 476,000 456,000 436,000 396,000

24 685,000 625,000 575,000 535,000 505,000 475,000 455,000 435,000 395,000

25 684,000 624,000 574,000 534,000 504,000 474,000 454,000 434,000 394,000

26 683,000 623,000 573,000 533,000 503,000 473,000 453,000 433,000 393,000

27 682,000 622,000 572,000 532,000 502,000 472,000 452,000 432,000 392,000

28 681,000 621,000 571,000 531,000 501,000 471,000 451,000 431,000 391,000

29 680,000 620,000 570,000 530,000 500,000 470,000 450,000 430,000 390,000

30 679,000 619,000 569,000 529,000 499,000 469,000 449,000 429,000 389,000

31 678,000 618,000 568,000 528,000 498,000 468,000 448,000 428,000 388,000

32 677,000 617,000 567,000 527,000 497,000 467,000 447,000 427,000 387,000

33 676,000 616,000 566,000 526,000 496,000 466,000 446,000 426,000 386,000

34 675,000 615,000 565,000 525,000 495,000 465,000 445,000 425,000 385,000

35 674,000 614,000 564,000 524,000 494,000 464,000 444,000 424,000 384,000

36 673,000 613,000 563,000 523,000 493,000 463,000 443,000 423,000 383,000

37 672,000 612,000 562,000 522,000 492,000 462,000 442,000 422,000 382,000

38 671,000 611,000 561,000 521,000 491,000 461,000 441,000 421,000 381,000

39 670,000 610,000 560,000 520,000 490,000 460,000 440,000 420,000 380,000

40 669,000 609,000 559,000 519,000 489,000 459,000 439,000 419,000 379,000

41 668,000 608,000 558,000 518,000 488,000 458,000 438,000 418,000 378,000

42 667,000 607,000 557,000 517,000 487,000 457,000 437,000 417,000 377,000

43 666,000 606,000 556,000 516,000 486,000 456,000 436,000 416,000 376,000

44 665,000 605,000 555,000 515,000 485,000 455,000 435,000 415,000 375,000

45 664,000 604,000 554,000 514,000 484,000 454,000 434,000 414,000 374,000

46 663,000 603,000 553,000 513,000 483,000 453,000 433,000 413,000 373,000

47 662,000 602,000 552,000 512,000 482,000 452,000 432,000 412,000 372,000

48 661,000 601,000 551,000 511,000 481,000 451,000 431,000 411,000 371,000

49 660,000 600,000 550,000 510,000 480,000 450,000 430,000 410,000 370,000

Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 新任

1 382,500

2 380,000

3 377,500

4 375,000

5 372,500

6 370,000

7 367,500

8 365,000

9 362,500 362,500

10 360,000 360,000

11 357,500 357,500

12 355,000 355,000

13 352,500 352,500

14 350,000 350,000

15 347,500 347,500

16 345,000 345,000

17 342,500 342,500

18 340,000 340,000

19 337,500 337,500 337,500

20 335,000 335,000 335,000

21 332,500 332,500 332,500

22 330,000 330,000 330,000

23 327,500 327,500 327,500

24 325,000 325,000 325,000

25 322,500 322,500 322,500

26 320,000 320,000 320,000

27 317,500 317,500 317,500

28 315,000 315,000

29 312,500 312,500 312,500

30 310,000 310,000 310,000

31 307,500 307,500 307,500

32 305,000 305,000 305,000

33 302,500 302,500 302,500

34 300,000 300,000 300,000

35 297,500 297,500 297,500

36 295,000 295,000 295,000

37 292,500 292,500 292,500

38 290,000 290,000

39 287,500 287,500

40 285,000 285,000

41 282,500 282,500

42 280,000 280,000

43 277,500 277,500

44 275,000 275,000

45 272,500 272,500 272,500

46 270,000 270,000 270,000

47 267,500 267,500 267,500

48 265,000 265,000 265,000

49 262,500 262,500 262,500

50 260,000 260,000

51 257,500 257,500

52 255,000 255,000

53 252,500 252,500

54 250,000 250,000 250,000

55 247,500 247,500

56 245,000 245,000

57 242,500 242,500

58 240,000 240,000

59 237,500 237,500

60 235,000

61 232,500

役割ゾーン
ランク

【資格給】55,000円

【本給表】資格給＋役割成果給

Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 新任

1 437,500

2 435,000

3 432,500

4 430,000

5 427,500

6 425,000

7 422,500

8 420,000

9 417,500 417,500

10 415,000 415,000

11 412,500 412,500

12 410,000 410,000

13 407,500 407,500

14 405,000 405,000

15 402,500 402,500

16 400,000 400,000

17 397,500 397,500

18 395,000 395,000

19 392,500 392,500 392,500

20 390,000 390,000 390,000

21 387,500 387,500 387,500

22 385,000 385,000 385,000

23 382,500 382,500 382,500

24 380,000 380,000 380,000

25 377,500 377,500 377,500

26 375,000 375,000 375,000

27 372,500 372,500 372,500

28 370,000 370,000

29 367,500 367,500 367,500

30 365,000 365,000 365,000

31 362,500 362,500 362,500

32 360,000 360,000 360,000

33 357,500 357,500 357,500

34 355,000 355,000 355,000

35 352,500 352,500 352,500

36 350,000 350,000 350,000

37 347,500 347,500 347,500

38 345,000 345,000

39 342,500 342,500

40 340,000 340,000

41 337,500 337,500

42 335,000 335,000

43 332,500 332,500

44 330,000 330,000

45 327,500 327,500 327,500

46 325,000 325,000 325,000

47 322,500 322,500 322,500

48 320,000 320,000 320,000

49 317,500 317,500 317,500

50 315,000 315,000

51 312,500 312,500

52 310,000 310,000

53 307,500 307,500

54 305,000 305,000 305,000

55 302,500 302,500

56 300,000 300,000

57 297,500 297,500

58 295,000 295,000

59 292,500 292,500

60 290,000

61 287,500

役割ゾーン
ランク
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現行 改訂 適用 

 

 

＜ステージB＞※2022年6月16日から使用、6月評価反映後貼り付け

新賃金表 

【資格給】 

55,000円（月額） 

(中略) 

 

【本給＝資格給＋役割給＋個人成果給】 （月額、単位：円） 

 
（中略） 

＜ステージC＞ 

【資格給】 

170,000円（月額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本給＝資格給＋役割成果給】 （月額、単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ステージＢ＞（削除） 

【資格給】 

57,000円（月額） 

（中略） 

 

【本給＝資格給＋役割給＋個人成果給】 （月額、単位：円） 

 
 

 

 

（中略） 

＜ステージC＞ 

【資格給】 

172,000円（月額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本給＝資格給＋役割成果給】 （月額、単位：円） 

ランク 役割➀ 役割➁ 役割③ 役割④ ランク 役割➀ 役割➁ 役割③ 役割④ ランク 役割➀ 役割➁ 役割③ 役割④

1 440,000 430,000 420,000 400,000 34 407,000 397,000 387,000 333,000 68 373,000 363,000 353,000 333,000

2 439,000 429,000 419,000 399,000 35 406,000 396,000 386,000 332,000 69 372,000 362,000 352,000 332,000

3 438,000 428,000 418,000 398,000 36 405,000 395,000 385,000 331,000 70 371,000 361,000 351,000 331,000

4 437,000 427,000 417,000 397,000 37 404,000 394,000 384,000 330,000 71 370,000 360,000 350,000 330,000

5 436,000 426,000 416,000 396,000 38 403,000 393,000 383,000 329,000 72 369,000 359,000 349,000 329,000

6 435,000 425,000 415,000 395,000 39 402,000 392,000 382,000 328,000 73 368,000 358,000 348,000 328,000

7 434,000 424,000 414,000 394,000 40 401,000 391,000 381,000 327,000 74 367,000 357,000 347,000 327,000

8 433,000 423,000 413,000 393,000 41 400,000 390,000 380,000 326,000 75 366,000 356,000 346,000 326,000

9 432,000 422,000 412,000 392,000 42 399,000 389,000 379,000 325,000 76 365,000 355,000 345,000 325,000

10 431,000 421,000 411,000 391,000 43 398,000 388,000 378,000 324,000 77 364,000 354,000 344,000 324,000

11 430,000 420,000 410,000 390,000 44 397,000 387,000 377,000 323,000 78 363,000 353,000 343,000 323,000

12 429,000 419,000 409,000 389,000 45 396,000 386,000 376,000 322,000 79 362,000 352,000 342,000 322,000

13 428,000 418,000 408,000 388,000 46 395,000 385,000 375,000 321,000 80 361,000 351,000 341,000 321,000

14 427,000 417,000 407,000 387,000 47 394,000 384,000 374,000 320,000 81 360,000 350,000 340,000 320,000

15 426,000 416,000 406,000 386,000 48 393,000 383,000 373,000 319,000 82 359,000 349,000 339,000 319,000

16 425,000 415,000 405,000 385,000 49 392,000 382,000 372,000 318,000 83 358,000 348,000 338,000 318,000

17 424,000 414,000 404,000 384,000 50 391,000 381,000 371,000 317,000 84 357,000 347,000 337,000 317,000

18 423,000 413,000 403,000 383,000 51 390,000 380,000 370,000 316,000 85 356,000 346,000 336,000 316,000

19 422,000 412,000 402,000 382,000 52 389,000 379,000 369,000 315,000 86 355,000 345,000 335,000 315,000

20 421,000 411,000 401,000 381,000 53 388,000 378,000 368,000 314,000 87 354,000 344,000 334,000 314,000

21 420,000 410,000 400,000 380,000 54 387,000 377,000 367,000 313,000 88 353,000 343,000 333,000 313,000

22 419,000 409,000 399,000 379,000 55 386,000 376,000 366,000 312,000 89 352,000 342,000 332,000 312,000

23 418,000 408,000 398,000 378,000 56 385,000 375,000 365,000 311,000 90 351,000 341,000 331,000 311,000

24 417,000 407,000 397,000 377,000 57 384,000 374,000 364,000 310,000 91 350,000 340,000 330,000 310,000

25 416,000 406,000 396,000 376,000 58 383,000 373,000 363,000 309,000 92 349,000 339,000 329,000 309,000

26 415,000 405,000 395,000 375,000 59 382,000 372,000 362,000 308,000 93 348,000 338,000 328,000 308,000

27 414,000 404,000 394,000 374,000 60 381,000 371,000 361,000 307,000 94 347,000 337,000 327,000 307,000

28 413,000 403,000 393,000 373,000 61 380,000 370,000 360,000 306,000 95 346,000 336,000 326,000 306,000

29 412,000 402,000 392,000 372,000 62 379,000 369,000 359,000 305,000 96 345,000 335,000 325,000 305,000

30 411,000 401,000 391,000 371,000 63 378,000 368,000 358,000 304,000 97 344,000 334,000 324,000 304,000

31 410,000 400,000 390,000 370,000 64 377,000 367,000 357,000 303,000 98 343,000 333,000 323,000 303,000

32 409,000 399,000 389,000 369,000 65 376,000 366,000 356,000 302,000 99 342,000 332,000 322,000 302,000

33 408,000 398,000 388,000 368,000 66 375,000 365,000 355,000 301,000 100 341,000 331,000 321,000 301,000

67 374,000 364,000 354,000 300,000 101 340,000 330,000 320,000 300,000
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現行 改訂 適用 

 
 

(中略) 

 

＜ステージ C-ｔ＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（中略） 

 

＜ステージ C-ｔ＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職給付規程 

第3章 確定拠出年金 

退職給付規程 

第3章 確定拠出年金 

 

第306条(加入を希望しない者への代替措置) 

確定拠出年金への加入を希望しない者については、確定拠出年金

第306条(加入を希望しない者への代替措置) 

確定拠出年金への加入を希望しない者については、確定拠出年金

期日が経過したため、諒

解事項を削除 

ランク ASD・AM リーダー 販売 専門 業務 セールス

1 287,000 287,000

2 285,000 285,000

3 283,000 283,000

4 281,000 281,000

5 279,000 279,000

6 277,000 277,000 277,000

7 275,000 275,000 275,000

8 273,000 273,000 273,000

9 271,000 271,000 271,000

10 269,000 269,000 269,000

11 267,000 267,000 267,000 267,000

12 265,000 265,000 265,000 265,000

13 263,000 263,000 263,000 263,000

14 261,000 261,000 261,000 261,000

15 259,000 259,000 259,000 259,000

16 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000

17 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000

18 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000

19 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000

20 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000

21 247,000 247,000 247,000 247,000 247,000

22 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000

23 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000

24 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000

25 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000

26 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000

27 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000

28 233,000 233,000 233,000

29 231,000 231,000 231,000

30 229,000 229,000 229,000

31 227,000 227,000 227,000

32 225,000 225,000 225,000

33 223,000 223,000 223,000

34 221,000 221,000 221,000

35 219,000 219,000 219,000

36 217,000 217,000 217,000 217,000

37 215,000 215,000 215,000 215,000

38 213,000 213,000 213,000 213,000

39 211,000 211,000 211,000 211,000

40 209,000 209,000 209,000 209,000

41 207,000 207,000 207,000 207,000

42 205,000 205,000 205,000 205,000

43 203,000 203,000 203,000

44 201,000 201,000 201,000

45 199,000 199,000 199,000

46 197,000

47 195,000

48 193,000

49 191,000

50 189,000

51 187,000

52 185,000

53 183,000

【初任給】193,000円

【本給表】ベース給

ランク ベース給

1 225,000

2 223,000

3 221,000

4 219,000

5 217,000

6 215,000

7 213,000

8 211,000

9 209,000

10 207,000

11 205,000

12 203,000

13 201,000

14 199,000

15 197,000

16 195,000

初任 193,000
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現行 改訂 適用 

制度に拠出すべき前条に定める拠出算定給の額を退職給付前払い

手当として、対象月翌月の給与支給日に給与とは別に支給する。 

 

⑤確定拠出年金制度の加入、非加入を選択後は変更することはで

きない。 

 

諒解事項〕 

第305条の2第3項にかかわらず、確定拠出年金の加入者は、2022年

9月30日まで個人型年金に掛金を拠出することはできない。 

制度に拠出すべき前条に定める拠出算定給の額を退職給付前払い

手当として、対象月翌月の給与支給日に給与とは別に支給する 

 

⑤確定拠出年金制度の加入、非加入を選択後は変更することはで

きない。 

また、メイト社員からゼネラルスタッフに転換した者で、メイト

社員として確定拠出年金に加入した者も、転換時に確定拠出年金

制度の非加入を選択することはできない。 

（削除） 

メイト社員 DC加入者は 

社員転換時に前払い退職

手当選択不可を明記 

キャリア形成支援制度規程 

第6章 グループライフイベント転籍制度 

キャリア形成支援制度規程 

第6章 グループライフイベント転籍制度 

 

第603条(申請事由) 

本制度の申請事由は、新会社雇用日前日2年以内にいずれかの事

由が発生した場合に申請することができる。 

 

(中略) 

2.介護・看護 

但し、対象家族は2親等までに限る。 

（新設） 

 

 

（以下略） 

(新設) 

第603条(申請事由) 

本制度は、新会社雇用日前日より前2年以内に、次のいずれかの

事由が発生した場合に申請することができる。 

（中略） 

2.介護・看護 

但し、対象家族は２親等までに限る。 

なお、この場合、対象家族が要介護状態にあることまたは看護が必

要であることの証明書、医師の診断書を提出するものとする。 

（中略） 

4．離婚 

昨年度改訂ミス 

対象家族の状況の証明に

関する運用面での補足 

新設 配偶者転勤休職規程 制度導入・グループ各社

共通 

 第1条(目 的) 

本規程は、労働協約第 512条第7号に基づき、組合員が配偶者の

勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・国内）におい

て配偶者と生活を共にするために休職する場合の取扱いに関する

事項を定める。 

 

 第2条(対 象) 

配偶者転勤休職の対象者は、配偶者が次の各号のいずれかの事由

により、転居を必要とする地域（海外・国内）に滞在し、当該地域

において配偶者と生活を共にする者で、休職期間終了後に復職の

意思のある者とする。 

但し、配偶者の当該地域での滞在が 6 か月以上にわたって継続す

ることが見込まれるものに限る。 

１．当該地域での勤務（出張、社命留学等を含む） 

２．当該地域での事業の経営など個人が行う職業上の活動 

なお、労働協約第 512 条に定める休職（第 7 号を除く）を取得中

の者が配偶者転勤休職を希望する場合、取得中の休職の事由が消

滅している場合にのみ申し出ることができる。 

・休職の対象者として、

復職の意思のある者を規

定 

・他の休職者が配偶者転

勤休職を取得できる条件

を規定 

 第3条(休職期間及び中断・再開) 

配偶者転勤休職期間は、1回につき、原則として最短 6ヵ月、最長

3ヵ年とする。なお、最長期間の範囲内であっても、休職の中断及

び再開は認めない。 

②配偶者転勤休職終了日から次の配偶者転勤休職開始日までの間

隔は原則として 3年以上とする。なお、この 3年に労働協約第 512

条に定める休職期間（第 7号を除く）は含まない。 

③休職の開始日は各月 1日付け、終了日は各月末日とする。 

・休職の中断、再開不可

を明記 

・休職と休職の間隔を 5

年から3年に変更 

 第4条(手 続)  
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現行 改訂 適用 

配偶者転勤休職を希望する者は、所定の申請用紙により、原則とし

て2ヵ月前までに所属長を経て会社に申し出る。 

 第5条(期間の変更) 

配偶者転勤休職期間は、本規程第 3 条の範囲内で変更を認めるこ

とがある。なお、変更を希望する場合は、変更予定日の 2 ヵ月前

までに会社に申し出なければならない。 

 

 第6条（休職の取消） 

次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として休職を取り消

す。 

１．本人及び配偶者が休職条件に該当しなくなった場合（配偶者と

離婚した場合、配偶者が死亡した場合を含む） 

２．産前産後休暇、育児休職、介護休職を取得することとなった場

合 

３．傷病により継続して 1カ月を超えて労務不能となった場合 

②前項の各号に該当した場合、原則として該当日後直近の月末日

を以て休職は終了する。 

③第 1 項の各号に該当した場合は、速やかに会社に申し出なけれ

ばならない。 

・休職の取消事由を規定 

・産前産後休暇を取得に

ついては、希望に応じて

出産予定日の 8 週間前か

らの取得も可能とする 

 第6条(期間中の賃金及び賞与) 

配偶者転勤休職期間中の賃金及び賞与は支給しない。 

 

 第7条(勤続年数) 

配偶者転勤休職の期間は勤続年数として加算しない。 

 

 第8条(社会保険) 

配偶者転勤休職期間中は、社会保険の被保険者の資格は継続し、従

業員負担分保険料は本人が負担する。 

 

 第9条(福利厚生) 

配偶者転勤休職期間中の福利厚生の取扱いは、出勤しないために

受けることのできない事項を除き一般と同様とする。 

 

 第10条(復 職)  

復職時の職場は、社内歴等を総合的に勘案して決定する。 

 

 第11条(本給評価による格付) 

配偶者転勤休職を実施する者の本給評価による格付けに関する取

扱いは、原則として「賃金規程」による。 

②復職時の本給評価による格付けについては、評価対象期間(前年

4月 1日から当年 3月 31日)に勤務実績が 6ヵ月未満の場合は、

当年6月16日付本給評価は実施しない。 

 

出張規程 

第４章 海外出張 

出張規程 

第４章 海外出張 

 

第406条（日当） 

日当は、1日つきＡ地域５０ドル（ＵＳ）相当、Ｂ地域４５ユーロ

相当、Ｃ地域４５ドル（ＵＳ）相当とし、地域別に定める。出張期

間中は、原則として日数に応じて日当を支給する。 

（以下略） 

第406条（日当） 

日当は、1日つきＡ地域７０ドル（ＵＳ）相当、Ｂ地域６０ユーロ

相当、Ｃ地域４５ドル（ＵＳ）相当とし、地域別に定める。出張期

間中は、原則として日数に応じて日当を支給する。 

（以下略） 

 

国内出向規程 国内出向規程  

第5条(労働条件) 

出向期間中の労働条件は、原則として出向先法人の定めによる。但

第5条(労働条件) 

出向期間中の労働条件は、原則として労働協約の規程ごとに、出向
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現行 改訂 適用 

し、年次有給休暇付与日数及び「福利厚生規程」については、当社

の定めによる。 

また、「育児勤務規程」、「介護・介護準備勤務規程」、「短時間勤務

規程」については、当社及び出向先法人の定めが同一である場合に

は、出向期間中であっても、当社の定めに基づき、当該勤務を実施

することができるが、当社及び出向先法人の定めが同一ではない

場合で、当該勤務の実施を希望する場合には、原則出向を解除す

る。なお、当該勤務時間帯における時間数以外の開始時間及び終了

時間については、出向先法人の定めによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元法人、出向先法人または出向元と出向先法人間の出向協定書の

定めによるものとする。なお、規程ごとに適用される労働条件は次

の通りとする。 

規程名 労働条件 

本則 出向元 

就業形態規程 出向先 

時間外・休日勤務に関する規程 出向先 

休日規程 出向先 

連続休暇規程 出向先 

ストック有給休暇規程 出向元 

賃金規程 出向元 

通勤費支給細則 協定書 

退職給付規程 出向元 

表彰・懲戒規程 出向先 

キャリア形成支援制度規程 出向元 

自己研修休職規程 出向元 

育児休業規程 出向元 

育児勤務規程 出向元 

介護・介護準備休業規程 出向元 

介護・介護準備勤務規程 出向元 

短時間勤務規程 出向元 

子の看護・家族の介護のための休暇規程 出向元 

配偶者転勤休職規程 出向元 

出張規程 出向先 

国内出向規程 出向元 

国内転勤規程 出向元 

海外勤務者規程 出向元 

災害補償規程 出向元 

安全衛生管理規程 出向先 

安全衛生管理規程運用細則 出向先 

中央ならびに各店安全衛生委員会規則 出向先 

健康情報等の取扱規程 出向先 

宿日直勤務規程 出向先 

自動車安全運転規程 出向先 

福利厚生規程 出向元 

ハラスメント防止規程 出向元 

テレワーク規程 出向先 

職務発明規程 出向先 

苦情処理規程 出向元 

就業規則 出向元 

服務規律 出向元 

紛争の解決・平和条項に関する協定 出向元 

 

②前項に関わらず、規程ごとに適用される一部の労働条件は次の

各号の通りとする。 
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現行 改訂 適用 

1．本則のうち、第 5章人事 第 1 節人事に関して、出向先法人に

おける人事異動及び国内転勤の取扱いは出向先法人の定めによ

る。 

また、第 6章 労働条件 第 1節 就業時間及び第 2節 休日・休暇

に関して、年次有給休暇の付与条件及び付与日数を除き、その取扱

いは出向先法人の定めによる。 

2．ストック有給休暇規程に関して、一部の使用事由・使用期間に

よっては出向を解除する。 

3．表彰懲戒規程に関して、出向者が出向先法人において懲戒事由

に該当するに至った場合は、都度出向元法人と出向先法人にて協

議を行い、出向者に対する取扱い並びに処分内容、処分発令者を決

定するものとする。 

また、出向者が出向期間中に、出向元法人に対する非違行為が発覚

した場合には、出向元法人が出向元法人の規定により懲戒処分を

行うことがある。 

これらの場合、出向元法人は出向者に対して、直ちに出向を解除す

ることがある。 

4．育児勤務規程、介護・介護準備規定及び短時間勤務規程に関し

て、出向元法人及び出向先法人の定めが同一である場合には、出向

期間中であっても、出向元法人の定めに基づき、当該勤務を実施す

ることができるが、出向元法人及び出向先法人の定めが同一では

ない場合で、当該勤務の実施を希望する場合には、原則出向を解除

する。なお、当該勤務時間帯における時間数以外の開始時間及び終

了時間については、出向先法人の定めによる。 

5．国内転勤規程に関して、出向先法人の命令による転勤の取扱い

は出向先法人の定めによる。 

6．災害補償規程に関して、出向期間中において発生した業務上及

び通勤途上災害による出向者の負傷、疾病、障害または死亡に対す

る労働者災害補償保険法に基づくすべての補償は、出向先法人が

加入する労働者災害補償保険に基づいて行う。 

7．安全衛生管理規程、安全衛生管理規程運用細則、中央ならびに

各店安全衛生委員会規則及び健康情報等の取扱規程に関して、三

越伊勢丹グループ外の出向先法人への出向者の取扱は出向元法人

の定めによる。 

8．福利厚生規程に関して、出向先法人の福利厚生制度のうち、出

向者が利用可能なものがある場合、出向先法人の判断において当

該制度を出向者に利用させることができるものとする。 

9．ハラスメント防止規程及び服務規律に関して、出向先法人で別

の定めがある場合には、併せて適用されるものとする。 

③応援出向中の労働条件は、出向元法人（当社）の労働条件と同

一とし、業務内容は、販売応援及び棚卸し応援とする。なお、応

援出向中において発生した業務上及び通勤途上災害による出向者

の負傷、疾病、障害または死亡に対する労働者災害補償保険法に

基づくすべての補償は、出向元法人（当社）が加入する労働者災

害補償保険に基づいて行う。 

第6条(賃金構成) （削除） 第5条に包含 
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現行 改訂 適用 

国内出向者に対する月例賃金の構成は、原則として「賃金規程」第

102条に基づく。 

第7条(基準内賃金) 

前条における基準内賃金の支給金額は、「賃金規程」に準ずる。 

（削除） 第5条に包含 

第8条(基準外賃金) 

第 6 条における基準外賃金の支給金額は、出向先法人の「賃金規

程」等に準ずる。 

（削除） 第5条に包含 

第10条（賞与） 

国内出向者に対する賞与は、「賃金規程」第 401条に基づく。 

（削除） 第5条に包含 

第12条(災害補償)  

出向期間中において発生した業務上及び通勤途上災害により、国

内出向者が負傷、疾病、障害または死亡した場合、労働者災害補償

保険法に基づくすべての補償については、出向先法人が加入する

労働者災害補償保険による。なお、応援出向中において発生した業

務上及び通勤途上災害につき、労働者災害補償保険法に基づくす

べての補償についても、出向先法人が加入する労働者災害補償保

険により、出向先法人が補償する。 

② また、法定外補償については、原則として出向先法人の定めに

よる補償を出向先法人が行い、会社の定めとの差額がある場合に

は、その差額分を会社が補償する。 

（削除） 第5条に包含 

安全衛生管理規程 

安全衛生管理規程運用細則 

安全衛生管理規程 

安全衛生管理規程運用細則 

 

2. 要保護者の措置 

(1)区分 

 

 

(2)要保護者Ｃの取扱い 

要保護者Ｃの勤務時間は産業医の指示に基づき、会社が次の中か

ら指定する。但し、所属の始業時間に合わせて勤務時間を繰り上げ

または繰り下げることがある。 

（表略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

なお、期間中の賃金については、本給を時間給換算の上、実働時

間分を支給することとし、それにより算出した賃金を賞与支給の

基準本給とする。 

2. 要保護者の措置 

(1)区分 

 

(2)要保護者Ｃの取扱い 

要保護者Ｃの勤務時間・日数は、産業医の指示に基づき、会社が次

の中から指定する。 

①勤務時間の短縮 

（表略） 

但し、所属の始業時間に合わせて勤務時間を繰り上げまたは繰り

下げることがある。 

②所定労働日数の低減 

一月あたりの店舗休業日及び各個休日の日数は、1月は 15日、そ

の他の月は 14日とし、原則として一週あたり店舗休業日及び各個

休日を3日編成する。 

なお、勤務時間の短縮と所定労働日数の低減は同時に指定しない。 

また、要保護者Ｃ期間中の賃金及び賞与は次の通りとする。 

ア.賃金は本給を時間給換算し、実働時間分を支給する 

イ.賞与支給基準となる月額は、前記ア.で算出した額とする 

要保護者 C への所定労働

日数の低減措置（覚書対

応） 

 

健康情報等の取扱規程 健康情報等の取扱規程  

第1条（目的） 第1条（目的） 個人情報保護法の改正に

区分 業 務 勤務時間

要保護者A
過激な業務を禁止し軽易な
業務を考慮する。

通常勤務

要保護者B 同 上 時間外・休日勤務の禁止

要保護者C 同 上 勤務時間を短縮

区分 業 務 勤務時間

要保護者A
過激な業務を禁止し軽易な
業務を考慮する。

通常勤務

要保護者B 同 上 時間外・休日勤務の禁止

要保護者C 同 上
勤務時間を短縮

または
所定労働日数の低減
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現行 改訂 適用 

(中略) 

③健康情報等を取り扱う者は、あらかじめ従業員本人の同意を得

ることなく、前項で定めた利用目的の達成に必要な範囲を越えて、

健康情報等を取り扱ってはならない。但し、個人情報保護法第 16

条第3項の各号に該当する場合を除く。 

(中略) 

③健康情報等を取り扱う者は、あらかじめ従業員本人の同意を得

ることなく、前項で定めた利用目的の達成に必要な範囲を越えて、

健康情報等を取り扱ってはならない。但し、個人情報保護法第 18

条第3項の各号に該当する場合を除く。 

よる条数繰り下げ 

第 5 条（健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の

取得方法） 

（中略） 

③個人情報保護法第17条第2項の各号に該当する場合は従業員本

人の同意取得は必要としない。 

（以下略） 

第 5 条（健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の

取得方法） 

（中略） 

③個人情報保護法第20条第2項の各号に該当する場合は従業員本

人の同意取得は必要としない。 

（以下略） 

同上 

第8条（健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い） 

あらかじめ従業員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三

者へ提供してはならない。但し、個人情報保護法第23条第１項に

該当する場合を除く。また、個人情報保護法第 23条第５項に該当

する場合の健康情報等の提供先は第三者に該当しない。 

②健康情報等を第三者に提供する場合、個人情報保護法第25条に

則り記録を作成・保存する。 

第8条（健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い） 

あらかじめ従業員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三

者へ提供してはならない。但し、個人情報保護法第27条第1項に

該当する場合を除く。また、個人情報保護法第27条第5項に該当

する場合の健康情報等の提供先は第三者に該当しない。 

②健康情報等を第三者に提供する場合、個人情報保護法第29条に

則り記録を作成・保存する。 

同上 

第9条（第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い） 

第三者から健康情報等（個人データ）の提供を受ける場合には、個

人情報保護法第26条に則り、必要な事項について確認するととも

に、記録を作成・保存する。 

第9条（第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い） 

第三者から健康情報等（個人データ）の提供を受ける場合には、個

人情報保護法第 30条に則り、必要な事項について確認するととも

に、記録を作成・保存する。 

同上 
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（２）メイトスタッフ 

■労働協約（本則） 

現行 改訂 適用 
第５章 人事 

第2節 休職 

第５章 人事 

第2節 休職 
 

第512条(休 職) 

会社は、メイトスタッフが次の各号の一つに該当するときは休職

とする。 

（中略） 

（新設）  

7.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする 

第512条(休 職) 

会社は、メイトスタッフが次の各号の一つに該当するときは休職

とする。 

（中略） 

7．配偶者の勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・

国内）において配偶者と生活を共にするために休業を申し出たと

き。この場合は、別に定める「配偶者転勤休職規程」により取扱

う。 

8.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする。 

 

配偶者転勤休職制度の規

定 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

 

第614条(年次有給休暇) 

会社はメイトスタッフがに対して、勤続年数に応じ、1年間に次

の基準により年次有給休暇を与える。 

（中略） 

１.入社時に付与する年次有給休暇は、入社月により次の通りと

する。 

 

 
 

 

 

 

（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

（新設） 

  

 

第614条(年次有給休暇) 

会社はメイトスタッフがに対して、勤続年数及び１ヵ月を平均し

た週所定労働日数に応じ、1年間に次の基準により年次有給休暇

を与える。 

（中略） 

1.入社時に付与する年次有給休暇は、入社月及び１ヵ月を平均し

た週所定労働日数により次の通りとする。なお、入社日時点で、

介護・介護準備勤務規程第７条または短時間勤務規程第 8条に定

める所定労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している場

合、１ヵ月を平均した週所定労働日数については｢週 4日｣を適用

する。 

 

 
（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

なお、入社日が 4月1日以外の者については、4月1日から入社

日前日までの暦日は全て出勤したものとして出勤率を算出するも

のとする。 

入社日時点で短時間勤務

を取得する場合への対応  

 

基準日統一に対する出勤

率の算出ルールを明記 

 

第14章 効力 第14章 効力  

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2022 年 4 月1 日から 2023 年 3 月 31 日ま

でとする。 

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2023 年 4 月1 日から 2024 年 3 月 31 日ま

でとする。 

効力の年度改定 

 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2023年3月31

日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2024年3月31

日を超えることはできない。 

効力の年度改定 

 

第15章 付則 第15章 付則  

2022年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

2023年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

効力の年度改定 

 

 

 

 

 
入社 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

日数 10日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

 

1カ月を平均した 

所定労働時間 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

5日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

4日 7日 7日 7日 7日 7日 7日 4日 3日 2日 0日   
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■付属諸規程 

現行 改訂 適用 
休日規程 

第１章 総則 

休日規程 

第１章 総則 
 

第102条(休日数) 

年間の総休日数113日の内訳は、原則として以下の通りとする。 

5. 店舗休業日、各個休日 ･･････109日 

6. 連続休暇分各個休日  ･･････8日 

第102条(休日数) 

年間の総休日数117日の内訳は、原則として以下の通りとする。 

7. 店舗休業日、各個休日 ･･････109日 

8. 連続休暇分各個休日  ･･････8日 

総休日数の誤り 

賃金規程 

第3章 諸手当 

賃金規程 

第3章 諸手当 

 

第302条(時間外勤務手当･深夜勤務手当) 

各人の所定就業時間外における早出、残業に対しては、時間外勤

務手当(深夜勤務分含む)として、1分間につき通常の賃金および

労働基準法に定める割増分の賃金を支給する。 

 

②前項にかかわらず、フレックスタイム制勤務者については、月

間所定労働時間を超えて労働した時間には 1分間につき労働基準

法に定める時間外勤務手当を支給する。また、午後 10時から午

前5時の間に労働した時間には 1分間につき労働基準法に定める

深夜勤務手当を支給する。 

③前2項にかかわらず、労働基準法第 41条該当者については、1

分間につき本給を月の所定労働時間で除した賃金をもとに労働基

準法に定める深夜勤務における割増分の賃金を支給する。 

④1分間における割増分の賃金は、以下の通りとする。 

（表略） 

上記にかかわらず、所定時間外労働が 1ヵ月60時間を超える場

合の割増率は、以下を適用する。 

（表略） 

 

 

 

第302条(時間外勤務手当･深夜勤務手当) 

各人の所定労働時間外労働に対しては、時間外勤務手当として、

1分間につき通常の賃金及び割増賃金を支給する。なお、割増賃

金率は、１か月の時間外労働の時間数に応じて、次のとおりとす

る。この場合の１か月は毎月 1日を起算日とする。 

1.所定時間外労働 60時間以下 25％ 

2.所定時間外労働 60時間超  50％ 

但し、労働基準法第41条該当者については、時間外勤務手当は

支給しない。 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

②午後10時から午前 5時の間の労働に対しては、深夜勤務手当

として、1分間につき割増賃金を支給する。なお、割増賃金率は

25％とする。 

③前各項の割増賃金の基礎となる 1分間当たりの賃金額は以下の

式により算出する。 

本給／9510 

表記の整理 

（別表）本給表・昇給表 

【基本給】  （月額、単位：円） 

＜メイトスタッフⅠ＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表）本給表・昇給表 

【基本給】  （月額、単位：円） 

＜メイトスタッフⅠ＞  

ベースアップを反映・最

低賃金引上げに伴う賃金

表改定 
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現行 改訂 適用 

 

 

 

 ＜メイトスタッフⅡ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜メイトスタッフⅡ＞ 

 

退職給付規程 

第3章 確定拠出年金 

退職給付規程 

第3章 確定拠出年金 

 

第306条(加入を希望しない者への代替措置) 

確定拠出年金への加入を希望しない者については、確定拠出年金

制度に拠出すべき前条に定める拠出算定給の額を退職給付前払い

手当として、対象月翌月の給与支給日に給与とは別に支給する。 

 

⑤確定拠出年金制度の加入、非加入を選択後は変更することはで

きない。 

諒解事項〕 

第305条の2第3項にかかわらず、確定拠出年金の加入者は、2022年

9月30日まで個人型年金に掛金を拠出することはできない。 

第306条(加入を希望しない者への代替措置) 

確定拠出年金への加入を希望しない者については、確定拠出年金

制度に拠出すべき前条に定める拠出算定給の額を退職給付前払い

手当として、対象月翌月の給与支給日に給与とは別に支給する 

 

⑤確定拠出年金制度の加入、非加入を選択後は変更することはで

きない。 

 

（削除） 

期日が経過したため、諒

解事項を削除 

 

キャリア形成支援制度規程 

第5章 グループライフイベント転籍制度 

キャリア形成支援制度規程 

第5章 グループライフイベント転籍制度 

 

第503条(申請事由) 

本制度の申請事由は、新会社雇用日前日2年以内にいずれかの事

由が発生した場合に申請することができる。 

 

(中略) 

2.介護・看護 

但し、対象家族は2親等までに限る。 

（新設） 

第503条(申請事由) 

本制度は、新会社雇用日前日より前2年以内に、次のいずれかの

事由が発生した場合に申請することができる。 

（中略） 

2.介護・看護 

但し、対象家族は２親等までに限る。 

昨年度改訂ミス 

対象家族の状況の証明に

関する運用面での補足 

ランク メイトスタッフⅠ

12 198,000

13 197,000

14 196,000

15 195,000

16 194,000

17 193,000

18 192,000

19 191,000

20 190,000

21 189,000

22 188,000

23 187,000

24 186,000

25 185,000

26 184,000

27 183,000

28 182,000

29 181,000

30 180,000

31 179,000

32 178,000

33 177,000

34 176,000

35 175,000

36 174,000

37 173,000

38 172,000

39 171,000

40 170,000

41 169,000

42 168,000

43 167,000

44 166,000

45 165,000

46 164,000

ランク メイトスタッフⅡ

1 209,000

2 208,000

3 207,000

4 206,000

5 205,000

6 204,000

7 203,000

8 202,000

9 201,000

10 200,000

11 199,000

12 198,000

13 197,000

14 196,000

15 195,000

16 194,000

17 193,000

18 192,000

19 191,000

20 190,000

21 189,000

22 188,000

23 187,000

24 186,000

25 185,000

26 184,000

27 183,000

28 182,000
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現行 改訂 適用 

 

 

（以下略） 

(新設) 

なお、この場合、対象家族が要介護状態にあることまたは看護が必

要であることの証明書、医師の診断書を提出するものとする。 

（中略） 

4．離婚 

新設 配偶者転勤休職規程 
制度導入・グループ各社

共通 

 第1条(目 的) 

本規程は、労働協約第 512条第7号に基づき、組合員が配偶者の

勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・国内）におい

て配偶者と生活を共にするために休職する場合の取扱いに関する

事項を定める。 

 

 第2条(対 象) 

配偶者転勤休職の対象者は、配偶者が次の各号のいずれかの事由

により、転居を必要とする地域（海外・国内）に滞在し、当該地域

において配偶者と生活を共にする者で、休職期間終了後に復職の

意思のある者とする。 

但し、配偶者の当該地域での滞在が 6 か月以上にわたって継続す

ることが見込まれるものに限る。 

１．当該地域での勤務（出張、社命留学等を含む） 

２．当該地域での事業の経営など個人が行う職業上の活動 

なお、労働協約第 512 条に定める休職（第 7 号を除く）を取得中

の者が配偶者転勤休職を希望する場合、取得中の休職の事由が消

滅している場合にのみ申し出ることができる。 

・休職の対象者として、

復職の意思のある者を規

定 

・他の休職者が配偶者転

勤休職を取得できる条件

を規定 

 第3条(休職期間及び中断・再開) 

配偶者転勤休職期間は、1回につき、原則として最短 6ヵ月、最長

3ヵ年とする。なお、最長期間の範囲内であっても、休職の中断及

び再開は認めない。 

②配偶者転勤休職終了日から次の配偶者転勤休職開始日までの間

隔は原則として 3年以上とする。なお、この 3年に労働協約第 512

条に定める休職期間（第 7号を除く）は含まない。 

③休職の開始日は各月 1日付け、終了日は各月末日とする。 

・休職の中断、再開不可

を明記 

・休職と休職の間隔を 5

年から3年に変更 

 第4条(手 続) 

配偶者転勤休職を希望する者は、所定の申請用紙により、原則とし

て2ヵ月前までに所属長を経て会社に申し出る。 

 

 第5条(期間の変更) 

配偶者転勤休職期間は、本規程第 3 条の範囲内で変更を認めるこ

とがある。なお、変更を希望する場合は、変更予定日の 2 ヵ月前

までに会社に申し出なければならない。 

 

 第6条（休職の取消） 

次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として休職を取り消

す。 

１．本人及び配偶者が休職条件に該当しなくなった場合（配偶者と

離婚した場合、配偶者が死亡した場合を含む） 

２．産前産後休暇、育児休職、介護休職を取得することとなった場

合 

３．傷病により継続して 1カ月を超えて労務不能となった場合 

・休職の取消事由を規定 

・産前産後休暇を取得に

ついては、希望に応じて

出産予定日の 8 週間前か

らの取得も可能とする 
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現行 改訂 適用 

②前項の各号に該当した場合、原則として該当日後直近の月末日

を以て休職は終了する。 

③第 1 項の各号に該当した場合は、速やかに会社に申し出なけれ

ばならない。 

 第6条(期間中の賃金及び賞与) 

配偶者転勤休職期間中の賃金及び賞与は支給しない。 

 

 第7条(勤続年数) 

配偶者転勤休職の期間は勤続年数として加算しない。 

 

 第8条(社会保険) 

配偶者転勤休職期間中は、社会保険の被保険者の資格は継続し、従

業員負担分保険料は本人が負担する。 

 

 第9条(福利厚生) 

配偶者転勤休職期間中の福利厚生の取扱いは、出勤しないために

受けることのできない事項を除き一般と同様とする。 

 

 第10条(復 職)  

復職時の職場は、社内歴等を総合的に勘案して決定する。 

 

 第11条(本給評価による格付) 

配偶者転勤休職を実施する者の本給評価による格付けに関する取

扱いは、原則として「賃金規程」による。 

②復職時の本給評価による格付けについては、評価対象期間(前年

4月 1日から当年 3月 31日)に勤務実績が 6ヵ月未満の場合は、

当年6月16日付本給評価は実施しない。 
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（３）アシストスタッフ 

■労働協約（本則） 

現行 改訂 適用 
第５章 人事 

第1節 人事 

第５章 人事 

第1節 人事 
 

第502条(アシストスタッフの定義と採用) 

（中略） 

 

②前項の「短時間」とは、1週間当たり実働15時間以上35時間以内

の時間をいう。 

 

第503条（アシストスタッフの区分) 

アシストスタッフの区分は、個々に定められた1週間の勤務日数

・所定労働時間等に基づき原則次の通りとする。 

 
 

 

第502条(アシストスタッフの定義と採用) 

（中略） 

 

②前項の「短時間」とは、1週間当たり実働 12時間以上 35時間以

内の時間をいう。 

 

第503条（アシストスタッフの区分) 

アシストスタッフの区分は、個々に定められた 1週間の勤務日数・

所定労働時間等に基づき原則次の通りとする。 

 

社会保険適用拡大に伴う

対応 

第５章 人事 

第2節 休職 

第５章 人事 

第2節 休職 
 

第512条(休 職) 

会社は、アシストスタッフが次の各号の一つに該当するときは休

職とする。 

（中略） 

（新設）  

7.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする 

第512条(休 職) 

会社は、アシストスタッフが次の各号の一つに該当するときは休

職とする。 

（中略） 

7．配偶者の勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・

国内）において配偶者と生活を共にするために休業を申し出たと

き。この場合は、別に定める「配偶者転勤休職規程」により取扱

う。 

8.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする。 

 

配偶者転勤休職制度の規

定 

第6章 労働条件 

第1節 就業時間 

第6章 労働条件 

第1節 就業時間 

 

第601条(労働時間) 

アシストスタッフの所定労働時間は、原則として、1日実働5時間

以上７時間以内、労働日数は週5日、週所定労働時間は15時間以

上35時間以内とし、個々に定める。  

第601条(労働時間) 

アシストスタッフの所定労働時間は、原則として、1日実働4時間

以上７時間以内、労働日数は週5日、週所定労働時間は12時間以

上35時間以内とし、個々に定める。 

社会保険適用拡大に伴う

対応 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

 

第614条(年次有給休暇) 

会社は、アシストスタッフに対し、次の基準により年次有給休暇

を与える。なお、勤続年数の算定は、毎年 10月11日をもって基

準とする。 

（中略） 

③第 1 項第 2 号の休暇は、前年 10 月 11 日～ 10 月 10 日の

期間において全労働日の 8 割以上出勤した者に適用し、8 割未

満出勤者については、前年の有給休暇保有日数に応じて、有給休

暇の合計が一定になるまで次の有給休暇を付与する。 

（新設） 

  

  

（以下略） 

 

第614条(年次有給休暇) 

会社は、アシストスタッフに対し、勤続年数及び週契約日数・時

間に応じ、1年間に次の基準により年次有給休暇を与える。 

なお、勤続年数の算定は、毎年 10月11日をもって基準とし、従

前のアシストスタッフの勤続年数を通算する。また、毎年 10月

11日時点で、短時間勤務規程第 8条に定める所定労働日数の低減

により勤務時間の短縮を実施している場合は、週契約日数・時間

については｢週 4日かつ週 30時間未満契約｣を適用する。 

（中略） 

③第 1 項第 2 号の休暇は、前年 10 月 11 日～ 10 月 10 日の

期間において全労働日の 8 割以上出勤した者に適用し、8 割未

満出勤者については、前年の有給休暇保有日数に応じて、有給休

暇の合計が一定になるまで次の有給休暇を付与する。なお、入社

日が10月11日以外の者については、10月11日から入社日前日

までの暦日は全て出勤したものとして出勤率を算出するものとす

る。 

（以下略） 

 

入社日時点で短時間勤務

を取得する場合への対応  

 

基準日統一に対する出勤

率の算出ルールを明記 

 

第14章 効力 第14章 効力  

 

区分 勤務日数 勤務時間固定 所定労働時間 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＡＢ 週5日 Ａ有・Ｂ無 週25時間（２０時間以上２８時間未

満 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＣＤ 週5日 Ｃ有・Ｄ無 週35時間（２８時間以上３５時間以

内） 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＥＦ 週5日 Ｅ有・Ｆ無 週30時間（２８時間以内３５時間以

内） 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＧＨ 週4日 Ｇ有・Ｈ無 週20時間（２０時間以上２８時間未

満） 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＩＪ 週４日 Ⅰ有・Ｊ無 週２８時間（２８/時間以上３５時間

以内） 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＫＬ 週４日 Ｋ有・Ｌ無 週２４時間（２０時間以上２８時間

未満） 
ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＭＮ 週３日 Ｍ有・Ｎ無 週１５時間（２０時間未満） 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＯＰ 週３日 Ｏ有・Ｐ無 週２１時間（２０時間以上２８時間

未満） 

 

区分 勤務日数 勤務時間固定 所定労働時間 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＡＢ 週5日 Ａ有・Ｂ無 週25時間（２０時間以上２８時間未

満 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＣＤ 週5日 Ｃ有・Ｄ無 週35時間（２８時間以上３５時間以

内） 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＥＦ 週5日 Ｅ有・Ｆ無 週30時間（２８時間以内３５時間以

内） 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＧＨ 週4日 Ｇ有・Ｈ無 週20時間（２０時間以上２８時間未

満） 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＩＪ 週４日 Ⅰ有・Ｊ無 週２８時間（２８/時間以上３５時間

以内） 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＫＬ 週４日 Ｋ有・Ｌ無 週２４時間（２０時間以上２８時間

未満） 
ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＭＮ 週３日 Ｍ有・Ｎ無 週１５時間（２０時間未満） 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＯＰ 週３日 Ｏ有・Ｐ無 週２１時間（２０時間以上２８時間

未満） 
ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＱＲ 週３日 Ｑ有・Ｒ無 週１８時間（20時間未満） 
ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＳＴ 週５日 Ｓ有・Ｔ無 週20時間（20時間以上） 

 ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＵＶ 週４日 Ｕ有・Ｖ無 週16時間（20時間未満） 

ｱｼｽﾄｽﾀｯﾌＷＸ 週３日 Ｗ有・Ｘ無 週12時間（20時間未満） 
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現行 改訂 適用 

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2022 年 4 月1 日から 2023 年 3 月 31 日ま

でとする。 

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2023 年 4 月1 日から 2024 年 3 月 31 日ま

でとする。 

効力の年度改定 

 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2023年3月31

日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2024年3月31

日を超えることはできない。 

効力の年度改定 

 

第15章 付則 第15章 付則  

2022年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

2023年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

効力の年度改定 

 

 

■付属諸規程 

現行 改訂 適用 
就業形態規程 就業形態規程  

別表 

 

別表 

 

社会保険適用拡大に伴う

対応 

賃金規程 賃金規程  

（別表） 

アシストスタッフ  本給・能力給及び本給評価表 

 

（別表） 

アシストスタッフ  本給・能力給及び本給評価表 

 

最低賃金引上げ（覚書締

結済み）・ベースアップを

反映 

 

【アシストスタッフ　本給表】ベース給＋職種給＋能力給＋調整給

時給

固定 シフト 固定 シフト

1 1,055

2 1,050 1,050

3 1,045 1,045 1,045

4 1,040 1,040 1,040 1,040

5 1,035 1,035 1,035 1,035

6 1,030 1,030 1,030 1,030

7 1,025 1,025 1,025 1,025

8 1,020 1,020 1,020 1,020

9 1,015 1,015 1,015 1,015

10 1,010 1,010 1,010 1,010

11 1,005 1,005 1,005 1,005

12 1,000 1,000 1,000 1,000

13 995 995 995 995

14 990 990 990 990

15 985 985 985 985

16 980 980 980 980

17 975 975 975 975

18 970 970 970 970

19 965 965 965 965

20 960 960 960 960

21 955 955 955 955

22 950 950 950 950

23 945 945 945 945

24 940 940 940 940

25 935 935 935 935

26 930 930 930 930

27 925 925 925 925

28 920 920 920 920

29 915 915 915 915

30 910 910 910 910

31 905 905 905 905

32 900 900 900

33 895 895

34 890

ＰＯＳ専任 販売全般

【アシストスタッフ　本給表】ベース給＋職種給＋能力給＋調整給

時給

固定 シフト 固定 シフト

1 1,095

2 1,090 1,090

3 1,085 1,085 1,085

4 1,080 1,080 1,080 1,080

5 1,075 1,075 1,075 1,075

6 1,070 1,070 1,070 1,070

7 1,065 1,065 1,065 1,065

8 1,060 1,060 1,060 1,060

9 1,055 1,055 1,055 1,055

10 1,050 1,050 1,050 1,050

11 1,045 1,045 1,045 1,045

12 1,040 1,040 1,040 1,040

13 1,035 1,035 1,035 1,035

14 1,030 1,030 1,030 1,030

15 1,025 1,025 1,025 1,025

16 1,020 1,020 1,020 1,020

17 1,015 1,015 1,015 1,015

18 1,010 1,010 1,010 1,010

19 1,005 1,005 1,005 1,005

20 1,000 1,000 1,000 1,000

21 995 995 995 995

22 990 990 990 990

23 985 985 985 985

24 980 980 980 980

25 975 975 975 975

26 970 970 970 970

27 965 965 965 965

28 960 960 960 960

29 955 955 955 955

30 950 950 950 950

31 945 945 945 945

32 940 940 940

33 935 935

34 930

ＰＯＳ専任 販売全般
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現行 改訂 適用 

キャリア形成支援制度規程 

第3章 グループライフイベント転籍制度 

キャリア形成支援制度規程 

第5章 グループライフイベント転籍制度 

 

第303条(申請事由) 

本制度の申請事由は、新会社雇用日前日2年以内にいずれかの事

由が発生した場合に申請することができる。 

 

(中略) 

2.介護・看護 

但し、対象家族は2親等までに限る。 

（新設） 

 

 

（以下略） 

(新設) 

第303条(申請事由) 

本制度は、新会社雇用日前日より前2年以内に、次のいずれかの

事由が発生した場合に申請することができる。 

（中略） 

2.介護・看護 

但し、対象家族は２親等までに限る。 

なお、この場合、対象家族が要介護状態にあることまたは看護が必

要であることの証明書、医師の診断書を提出するものとする。 

（中略） 

4．離婚 

昨年度改訂ミス 

対象家族の状況の証明に

関する運用面での補足 

－ 参 考 － 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

アシストスタッフ労働協約のうち、以下の規程等についてはゼネ

ラルスタッフ労働協約を適用しています。 

必要な点は、人事部事務所に備え付けのゼネラルスタッフ労働協

約を参照して下さい。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則」 

「自家用車通勤管理規程」 

「自己研修休職規程」 

（新設） 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

（削除） 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

アシストスタッフ労働協約のうち、以下の規程等についてはゼネ

ラルスタッフ労働協約を適用とする。 

必要な点は、人事部事務所に備え付けのゼネラルスタッフ労働協

約を参照するものとする。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則」 

「自家用車通勤管理規程」 

「自己研修休職規程」 

「配偶者転勤休職制度規程」 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

配偶者転勤休職制度規程

の新設 
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（４）エルダースタッフⅠ・エルダーアシストスタッフ 

■労働協約（本則） 

現行 改訂 適用 
第５章 人事 

第1節 人事 

第５章 人事 

第1節 人事 
 

第502条(エルダースタッフの定義と採用) 

（中略） 

 

②前項の「短時間」とは、1週間当たり実働15時間以上 35時間

以内の時間をいう。 

 

第503条(エルダースタッフの区分) 

エルダースタッフの区分は、雇用契約書上定められた 1週間の勤

務日数・所定労働時間等に基づき原則次の通りとする。 

 

 
 

 

第502条(エルダースタッフの定義と採用) 

（中略） 

 

②前項の「短時間」とは、1週間当たり実働12時間以上 35時間

以内の時間をいう。 

 

第503条(エルダースタッフの区分) 

エルダースタッフの区分は、雇用契約書上定められた 1週間の勤

務日数・所定労働時間等に基づき原則次の通りとする。 

 

 

社会保険適用拡大に伴う

対応 

第５章 人事 

第2節 休職 

第５章 人事 

第2節 休職 
 

第512条(休 職) 

会社は、エルダースタッフⅠ・エルダーアシストスタッフが次の

各号の一つに該当するときは休職とする。 

（中略） 

（新設）  

7.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする 

第512条(休 職) 

会社は、エルダースタッフⅠ・エルダーアシストスタッフが次の

各号の一つに該当するときは休職とする。 

（中略） 

7．配偶者の勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・

国内）において配偶者と生活を共にするために休業を申し出たと

き。この場合は、別に定める「配偶者転勤休職規程」により取扱

う。 

8.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする。 

 

配偶者転勤休職制度の規

定 

第6章 労働条件 

第1節 就業時間 

第6章 労働条件 

第1節 就業時間 

 

第601条(労働時間) 

エルダースタッフⅠ・エルダーアシストスタッフの所定労働時間

は、原則として、1日実働5時間以上７時間以内、労働日数は週

5日、週所定労働時間は 15時間以上35時間以内とし、個々に定

める。 

第601条(労働時間) 

エルダースタッフⅠ・エルダーアシストスタッフの所定労働時間

は、原則として、1日実働4時間以上７時間以内、労働日数は週

5日、週所定労働時間は 12時間以上35時間以内とし、個々に定

める。 

社会保険適用拡大に伴う

対応 

第６章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

第６章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

 

第613条(年次有給休暇) 

会社は、エルダースタッフに対し、次の基準により年次有給休暇

を与える。なお、勤続年数の算定は、毎年10月11日をもって基準

とする。また勤続年数は、従前の年数を通算する。 

第614条(年次有給休暇) 

会社は、エルダースタッフに対し、次の基準により年次有給休暇

を与える。なお、勤続年数の算定は、毎年10月11日をもって基準

とする。また勤続年数は、従前の年数を通算する。 

また、毎年 10月11日時点で、短時間勤務規程第 8条に定める所

定労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している場合は、

週契約日数・時間については｢週 4日かつ週 30時間未満契約｣を

適用する。 

入社日時点で短時間勤務

を取得する場合への対応  

 

 

第14章 効力 第14章 効力  

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2022 年 4 月1 日から 2023 年 3 月 31 日ま

でとする。 

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2023 年 4 月1 日から 2024 年 3 月 31 日ま

でとする。 

効力の年度改定 

 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2023年3月31

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2024年3月31

効力の年度改定 

 

区分 勤務日数 勤務時間固定 所定労働時間 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＡＢ 週5日 Ａ有・Ｂ無 週25時間（２０時間以上２８時間未満 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＣＤ 週5日 Ｃ有・Ｄ無 週35時間（２８時間以上３５時間以

内） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＥＦ 週5日 Ｅ有・Ｆ無 週30時間（２８時間以内３５時間以

内） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＧＨ 週4日 Ｇ有・Ｈ無 週20時間（２０時間以上２８時間未

満） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＩＪ 週４日 Ⅰ有・Ｊ無 週２８時間（２８/時間以上３５時間以

内） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＫＬ 週４日 Ｋ有・Ｌ無 週２４時間（２０時間以上２８時間未

満） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＭＮ 週３日 Ｍ有・Ｎ無 週１５時間（２０時間未満） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＯＰ 週３日 Ｏ有・Ｐ無 週２１時間（２０時間以上２８時間未

満） 

区分 勤務日数 勤務時間固定 所定労働時間 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＡＢ 週5日 Ａ有・Ｂ無 週25時間（２０時間以上２８時間未満 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＣＤ 週5日 Ｃ有・Ｄ無 週35時間（２８時間以上３５時間以

内） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＥＦ 週5日 Ｅ有・Ｆ無 週30時間（２８時間以内３５時間以

内） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＧＨ 週4日 Ｇ有・Ｈ無 週20時間（２０時間以上２８時間未

満） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＩＪ 週４日 Ⅰ有・Ｊ無 週２８時間（２８/時間以上３５時間以

内） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＫＬ 週４日 Ｋ有・Ｌ無 週２４時間（２０時間以上２８時間未

満） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＭＮ 週３日 Ｍ有・Ｎ無 週１５時間（２０時間未満） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＯＰ 週３日 Ｏ有・Ｐ無 週２１時間（２０時間以上２８時間未

満） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＱＲ 週３日 Ｑ有・Ｒ無 週１８時間（20時間未満） 

ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌＳＴ 週5日 Ｓ有・Ｔ無 週20時間（20時間以上） 
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現行 改訂 適用 
日を超えることはできない。 日を超えることはできない。 

第15章 付則 第15章 付則  

2022年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

2023年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

効力の年度改定 

 

 

■付属諸規程 

現行 改訂 適用 
就業形態規程 就業形態規程  

別表 

 

別表 

 

社会保険適用拡大に伴う

対応 

賃金規程 賃金規程  

（別表）  

エルダースタッフⅠ及びエルダーアシストスタッフ本給表・能力

給表及び昇給表 

 

 
 

（別表）  

エルダースタッフⅠ及びエルダーアシストスタッフ本給表・能力

給表及び昇給表 

 

 

 
 

最低賃金引上げ（覚書締

結済み）・ベースアップを

反映 

 

【エルダースタッフⅠ　本給表】

時給

1 1,000

2 995

3 990

4 985

5 980

6 975

7 970

8 965

9 960

10 955

11 950

12 945

13 940
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現行 改訂 適用 

 
 

 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

 

第203条(申請事由) 

本制度の申請事由は、新会社雇用日前日2年以内にいずれかの事

由が発生した場合に申請することができる。 

 

(中略) 

2.介護・看護 

但し、対象家族は2親等までに限る。 

（新設） 

 

 

（以下略） 

(新設) 

第203条(申請事由) 

本制度は、新会社雇用日前日より前2年以内に、次のいずれかの

事由が発生した場合に申請することができる。 

（中略） 

2.介護・看護 

但し、対象家族は２親等までに限る。 

なお、この場合、対象家族が要介護状態にあることまたは看護が必

要であることの証明書、医師の診断書を提出するものとする。 

（中略） 

4．離婚 

昨年度改訂ミス 

対象家族の状況の証明に

関する運用面での補足 

－ 参 考 － 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

エルダースタッフ労働協約のうち、以下の規程等についてはゼネ

ラルスタッフ・アシストスタッフ労働協約を適用しています。 

必要な点は、人事部事務所に備え付けのゼネラルスタッフ・アシ

ストスタッフ労働協約を参照して下さい。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則」 

「自家用車通勤管理規程」 

「自己研修休職規程」 

（新設） 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「テレワーク規程」 

 ＜アシストスタッフ労働協約＞ 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「短時間勤務規程」 

（削除） 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

エルダースタッフ労働協約のうち、以下の規程等についてはゼネ

ラルスタッフ・アシストスタッフ労働協約を適用する。 

必要な点は、人事部事務所に備え付けのゼネラルスタッフ・アシ

ストスタッフ労働協約を参照するものとする。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則」 

「自家用車通勤管理規程」 

「自己研修休職規程」 

「配偶者転勤休職制度規程」 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「テレワーク規程」 

 ＜アシストスタッフ労働協約＞ 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備勤務規程｣ 

配偶者転勤休職制度の新

設 

【エルダーアシストスタッフ　本給表】

時給

1 960

2 955

3 950

4 945

5 940

6 935

7 930

8 925

9 920

10 915

11 910

12 905

13 900

【エルダースタッフⅠ　能力給表】

時給

1 60

2 55

3 50

4 45

5 40

6 35

7 30

8 25

9 20

10 15

11 10

12 5

13 0
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（５）エルダースタッフスタッフⅡ・Ⅲ・Ⅳ 

■労働協約（本則） 

現行 改訂 適用 
第５章 人事 

第2節 休職 

第５章 人事 

第2節 休職 
 

第512条(休 職) 

会社は、エルダースタッフスタッフⅡ・Ⅲ・Ⅳが次の各号の一つ

に該当するときは休職とする。 

（中略） 

（新設）  

7.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする 

第512条(休 職) 

会社は、エルダースタッフスタッフⅡ・Ⅲ・Ⅳが次の各号の一つ

に該当するときは休職とする。 

（中略） 

7．配偶者の勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・

国内）において配偶者と生活を共にするために休業を申し出たと

き。この場合は、別に定める「配偶者転勤休職規程」により取扱

う。 

8.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする。 

 

配偶者転勤休職制度の規

定 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

 

第616条(年次有給休暇) 

会社はエルダースタッフスタッフⅡ・Ⅲ・Ⅳに対して、ゼネラル

スタッフ、メイトスタッフ、スペシャルスタッフ、プロスタッフ

及びエルダースタッフⅡ・Ⅲ・Ⅳに対し、勤続年数に応じ、1年

間に次の基準により年次有給休暇を与える。 

（中略） 

１.入社時に付与する年次有給休暇は、入社月により次の通りと

する。 

 

 
 

 

 

 

（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

（新設） 

  

 

第616条(年次有給休暇) 

会社はエルダースタッフスタッフⅡ・Ⅲ・Ⅳに対して、(削除)勤

続年数及び１ヵ月を平均した週所定労働日数に応じ、1年間に次

の基準により年次有給休暇を与える。 

（中略） 

1.入社時に付与する年次有給休暇は、入社月及び１ヵ月を平均し

た週所定労働日数により次の通りとする。なお、入社日時点で、

介護・介護準備勤務規程第７条または短時間勤務規程第 8条に定

める所定労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している場

合、１ヵ月を平均した週所定労働日数については｢週 4日｣を適用

する。 

 

 
（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

なお、入社日が 4月1日以外の者については、4月1日から入社

日前日までの暦日は全て出勤したものとして出勤率を算出するも

のとする。 

入社日時点で短時間勤務

を取得する場合への対応  

 

基準日統一に対する出勤

率の算出ルールを明記 

 

第14章 効力 第14章 効力  

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2022 年 4 月1 日から 2023 年 3 月 31 日ま

でとする。 

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2023 年 4 月1 日から 2024 年 3 月 31 日ま

でとする。 

効力の年度改定 

 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2023年3月31

日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2024年3月31

日を超えることはできない。 

効力の年度改定 

 

第15章 付則 第15章 付則  

2022年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

2023年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

効力の年度改定 

 

 

 

 
入社 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

日数 10日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

 

1カ月を平均した 

所定労働時間 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

5日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

4日 7日 7日 7日 7日 7日 7日 4日 3日 2日 0日   
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■付属諸規程 

現行 改訂 適用 
休日規程 

第１章 総則 

休日規程 

第１章 総則 
 

第102条(休日数) 

年間の総休日数113日の内訳は、原則として以下の通りとする。 

9. 店舗休業日、各個休日 ･･････109日 

10. 連続休暇分各個休日  ･･････8日 

第102条(休日数) 

年間の総休日数117日の内訳は、原則として以下の通りとする。 

11. 店舗休業日、各個休日 ･･････109日 

12. 連続休暇分各個休日  ･･････8日 

総休日数の誤り 

賃金規程 

第3章 諸手当 

賃金規程 

第3章 諸手当 

 

第302条(時間外勤務手当･深夜勤務手当) 

各人の所定就業時間外における早出、残業に対しては、時間外勤

務手当(深夜勤務分含む)として、1分間につき通常の賃金および

労働基準法に定める割増分の賃金を支給する。 

 

②前項にかかわらず、フレックスタイム制勤務者については、月

間所定労働時間を超えて労働した時間には 1分間につき労働基準

法に定める時間外勤務手当を支給する。また、午後 10時から午

前5時の間に労働した時間には 1分間につき労働基準法に定める

深夜勤務手当を支給する。 

③前2項にかかわらず、労働基準法第 41条該当者については、1

分間につき本給を月の所定労働時間で除した賃金をもとに労働基

準法に定める深夜勤務における割増分の賃金を支給する。 

④1分間における割増分の賃金は、以下の通りとする。 

（表略） 

上記にかかわらず、所定時間外労働が 1ヵ月60時間を超える場

合の割増率は、以下を適用する。 

（表略） 

 

 

 

第302条(時間外勤務手当･深夜勤務手当) 

各人の所定労働時間外労働に対しては、時間外勤務手当として、

1分間につき通常の賃金及び割増賃金を支給する。なお、割増賃

金率は、１か月の時間外労働の時間数に応じて、次のとおりとす

る。この場合の１か月は毎月 1日を起算日とする。 

1.所定時間外労働 60時間以下 25％ 

2.所定時間外労働 60時間超  50％ 

但し、労働基準法第41条該当者については、時間外勤務手当は

支給しない。 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

②午後10時から午前 5時の間の労働に対しては、深夜勤務手当

として、1分間につき割増賃金を支給する。なお、割増賃金率は

25％とする。 

③前各項の割増賃金の基礎となる 1分間当たりの賃金額は以下の

式により算出する。 

本給／9510 

 

表記の整理 

（別表）  

エルダースタッフⅡ・Ⅲ.・Ⅳ 給表及び昇給表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表）  

エルダースタッフⅡ・Ⅲ.・Ⅳ 給表及び昇給表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベースアップを反映・最

低賃金引上げに伴う賃金

表改定 
【エルダースタッフⅡ本給表】      【エルダースタッフⅢ本給表】        【エルダースタッフⅣ本給表】 

ランク エルダースタッフⅡ ランク エルダースタッフⅢ ランク エルダースタッフⅢ

1 181,000 1 204,000 1 224,000

2 180,000 2 203,000 2 223,000

3 179,000 3 202,000 3 222,000

4 178,000 4 201,000 4 221,000

5 177,000 5 200,000 5 220,000

6 176,000 6 199,000 6 219,000

7 175,000 7 198,000 7 218,000

8 174,000 8 197,000 8 217,000

9 173,000 9 196,000 9 216,000

10 172,000 10 195,000 10 215,000

11 171,000 11 194,000 11 214,000

12 170,000 12 193,000 12 213,000

13 169,000 13 192,000 13 212,000

14 168,000 14 191,000 14 211,000

15 167,000 15 190,000 15 210,000

16 166,000 16 189,000 16 209,000

17 165,000 17 188,000 17 208,000

18 164,000 18 187,000 18 207,000

19 163,000 19 186,000 19 206,000

20 162,000 20 185,000 20 205,000

21 161,000 21 184,000 21 204,000

22 160,000 22 183,000 22 203,000

23 159,000 23 182,000 23 202,000

24 158,000 24 181,000 24 201,000

25 157,000 25 180,000 25 200,000

【エルダースタッフⅡ　本給表】 【エルダースタッフⅢ　本給表】 【エルダースタッフⅣ　本給表】

ランク エルダースタッフⅡ ランク エルダースタッフⅢ ランク エルダースタッフⅢ

1 183,000 1 206,000 1 226,000

2 182,000 2 205,000 2 225,000

3 181,000 3 204,000 3 224,000

4 180,000 4 203,000 4 223,000

5 179,000 5 202,000 5 222,000

6 178,000 6 201,000 6 221,000

7 177,000 7 200,000 7 220,000

8 176,000 8 199,000 8 219,000

9 175,000 9 198,000 9 218,000

10 174,000 10 197,000 10 217,000

11 173,000 11 196,000 11 216,000

12 172,000 12 195,000 12 215,000

13 171,000 13 194,000 13 214,000

14 170,000 14 193,000 14 213,000

15 169,000 15 192,000 15 212,000

16 168,000 16 191,000 16 211,000

17 167,000 17 190,000 17 210,000

18 166,000 18 189,000 18 209,000

19 165,000 19 188,000 19 208,000

20 164,000 20 187,000 20 207,000

21 186,000 21 206,000

22 185,000 22 205,000

23 184,000 23 204,000

24 183,000 24 203,000

25 182,000 25 202,000
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現行 改訂 適用 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

 

第203条(申請事由) 

本制度の申請事由は、新会社雇用日前日2年以内にいずれかの事

由が発生した場合に申請することができる。 

 

(中略) 

2.介護・看護 

但し、対象家族は2親等までに限る。 

（新設） 

 

 

（以下略） 

(新設) 

第203条(申請事由) 

本制度は、新会社雇用日前日より前2年以内に、次のいずれかの

事由が発生した場合に申請することができる。 

（中略） 

2.介護・看護 

但し、対象家族は２親等までに限る。 

なお、この場合、対象家族が要介護状態にあることまたは看護が必

要であることの証明書、医師の診断書を提出するものとする。 

（中略） 

4．離婚 

昨年度改訂ミス 

対象家族の状況の証明に

関する運用面での補足 

－ 参 考 － 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

エルダースタッフⅡ・Ⅲ・Ⅳ労働協約のうち、以下の規程等につ

いてはゼネラルスタッフ労働協約を適用しています。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けのゼネラルスタッフ労働協

約を参照して下さい。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

「自己研修休職規程」 

（新設） 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「短時間勤務規程」 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「テレワーク規程」 

（削除） 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

エルダースタッフⅡ・Ⅲ・Ⅳ労働協約のうち、以下の規程等につ

いてはゼネラルスタッフ労働協約を適用する。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けのゼネラルスタッフ労働協

約を参照するものとする。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

「自己研修休職規程」 

「配偶者転勤休職制度規程」 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「短時間勤務規程」 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「テレワーク規程」 

配偶者転勤休職制度の新

設 
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（６）スペシャルスタッフ（無期） 

■労働協約（本則） 

現行 改訂 適用 
第５章 人事 

第2節 休職 

第５章 人事 

第2節 休職 
 

第512条(休 職) 

会社は、スペシャルスタッフ（無期）が次の各号の一つに該当す

るときは休職とする。 

（中略） 

（新設）  

7.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする 

第512条(休 職) 

会社は、スペシャルスタッフ（無期）が次の各号の一つに該当す

るときは休職とする。 

（中略） 

7．配偶者の勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・

国内）において配偶者と生活を共にするために休業を申し出たと

き。この場合は、別に定める「配偶者転勤休職規程」により取扱

う。 

8.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする。 

 

配偶者転勤休職制度の規

定 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

 

第615条(年次有給休暇) 

会社は、スペシャルスタッフ（無期）に対し、次の基準により年

次有給休暇を与える。 

但し、年度途中の再雇用における初回契約時の年次有給休暇は、

再雇用時に保有していた日数を継続するものとし、契約に際し改

めて付与しない。 

（中略） 

１.入社時に付与する年次有給休暇は、入社月により次の通りと

する。 

 

 

第615条(年次有給休暇) 

会社はスペシャルスタッフ（無期）に対して、勤続年数及び１ヵ

月を平均した週所定労働日数に応じ、1年間に次の基準により年

次有給休暇を与える。

但し、年度途中の再雇用における初回契約時の年次有給休暇は、

再雇用時に保有していた日数を継続するものとし、契約に際し改

めて付与しない。 

また、毎年 4月 1日時点で、短時間勤務規程第 8条に定める所定

労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している場合は、週

契約日数・時間については｢週 4日かつ週 30時間未満契約｣を適

用する。 

 

入社日時点で短時間勤務

を取得する場合への対応  

 

基準日統一に対する出勤

率の算出ルールを明記 

 

第14章 効力 第14章 効力  

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2022 年 4 月1 日から 2023 年 3 月 31 日ま

でとする。 

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2023 年 4 月1 日から 2024 年 3 月 31 日ま

でとする。 

効力の年度改定 

 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2023年3月31

日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2024年3月31

日を超えることはできない。 

効力の年度改定 

 

第15章 付則 第15章 付則  

2022年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

2023年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

効力の年度改定 

 

 

■付属諸規程 

現行 改訂 適用 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

 

第203条(申請事由) 

本制度の申請事由は、新会社雇用日前日2年以内にいずれかの事

由が発生した場合に申請することができる。 

 

(中略) 

2.介護・看護 

但し、対象家族は2親等までに限る。 

（新設） 

 

第203条(申請事由) 

本制度は、新会社雇用日前日より前2年以内に、次のいずれかの

事由が発生した場合に申請することができる。 

（中略） 

2.介護・看護 

但し、対象家族は２親等までに限る。 

なお、この場合、対象家族が要介護状態にあることまたは看護が必

昨年度改訂ミス 

対象家族の状況の証明に

関する運用面での補足 
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現行 改訂 適用 

 

（以下略） 

(新設) 

要であることの証明書、医師の診断書を提出するものとする。 

（中略） 

4．離婚 

－ 参 考 － 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

スペシャルスタッフ（無期）労働協約のうち、以下の規程等につ

いてはゼネラルスタッフまたはメイトスタッフ

労働協約を適用しています。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けの各

労働協約を参照して下さい。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

｢就業形態規程｣ 

｢賃金規程」 

「自己研修休職規程」 

（新設） 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

｢育児休業規程｣ 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備休業規程｣ 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「短時間勤務規程」 

「子の看護・家族の介護のための休暇規定」 

｢表彰・懲戒規程｣ 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

「ハラスメント防止規程」 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「自家用車通勤管理規程」 

「テレワーク規程」 

 

＜メイトスタッフ労働協約＞ 

｢福利厚生規程｣ 

（削除） 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

スペシャルスタッフ（無期）労働協約のうち、以下の規程等につ

いてはゼネラルスタッフまたはメイトスタッフ労働協約を適用す

る。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けの各労働協約を参照するも

のとする。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

「自己研修休職規程」 

「配偶者転勤休職制度規程」 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「短時間勤務規程」 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「テレワーク規程」 

配偶者転勤休職制度の新

設 
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（７）スペシャルスタッフ（有期） 

■労働協約（本則） 

現行 改訂 適用 
第５章 人事 

第2節 休職 

第５章 人事 

第2節 休職 
 

第512条(休 職) 

会社は、スペシャルスタッフ（有期）が次の各号の一つに該当す

るときは休職とする。 

（中略） 

（新設）  

7.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする 

第512条(休 職) 

会社は、スペシャルスタッフ（有期）が次の各号の一つに該当す

るときは休職とする。 

（中略） 

7．配偶者の勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・

国内）において配偶者と生活を共にするために休業を申し出たと

き。この場合は、別に定める「配偶者転勤休職規程」により取扱

う。 

8.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする。 

 

配偶者転勤休職制度の規

定 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

 

第617条(年次有給休暇) 

会社は、スペシャルスタッフ（有期）に対し、次の基準により年

次有給休暇を与える。 

但し、年度途中の再雇用における初回契約時の年次有給休暇は、

再雇用時に保有していた日数を継続するものとし、契約に際し改

めて付与しない。 

（中略） 

１.入社時に付与する年次有給休暇は、入社月により次の通りと

する。 

 

 
 

 

 

 

（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

（新設） 

  

 

第617条(年次有給休暇) 

会社は、スペシャルスタッフ(有期)に対し、次の基準により年次有

給休暇を与える。 

1.初回契約時の年次有給休暇は、契約期間月数及び週契約日数・時

間により次の通りとする。 

なお、入社日時点で、介護・介護準備勤務規程第７条または短時間

勤務規程第 8 条に定める所定労働日数の低減により勤務時間の短

縮を実施している場合、１ヵ月を平均した週所定労働日数につい

ては｢週4日かつ週 30日未満｣を適用する。 

 

 
（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

なお、入社日が 4月1日以外の者については、4月1日から入社

日前日までの暦日は全て出勤したものとして出勤率を算出するも

のとする。 

入社日時点で短時間勤務

を取得する場合への対応  

 

基準日統一に対する出勤

率の算出ルールを明記 

 

第14章 効力 第14章 効力  

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2022 年 4 月1 日から 2023 年 3 月 31 日ま

でとする。 

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2023 年 4 月1 日から 2024 年 3 月 31 日ま

でとする。 

効力の年度改定 

 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2023年3月31

日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2024年3月31

日を超えることはできない。 

効力の年度改定 

 

第15章 付則 第15章 付則  

2022年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

2023年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

効力の年度改定 

 

 

 

 
入社 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

日数 10日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

 

1カ月を平均した 

所定労働時間 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

5日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

4日 7日 7日 7日 7日 7日 7日 4日 3日 2日 0日   
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■付属諸規程 

現行 改訂 適用 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

 

第203条(申請事由) 

本制度の申請事由は、新会社雇用日前日2年以内にいずれかの事

由が発生した場合に申請することができる。 

 

(中略) 

2.介護・看護 

但し、対象家族は2親等までに限る。 

（新設） 

 

 

（以下略） 

(新設) 

第203条(申請事由) 

本制度は、新会社雇用日前日より前2年以内に、次のいずれかの

事由が発生した場合に申請することができる。 

（中略） 

2.介護・看護 

但し、対象家族は２親等までに限る。 

なお、この場合、対象家族が要介護状態にあることまたは看護が必

要であることの証明書、医師の診断書を提出するものとする。 

（中略） 

4．離婚 

昨年度改訂ミス 

対象家族の状況の証明に

関する運用面での補足 

－ 参 考 － 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

スペシャルスタッフ（無期）労働協約のうち、以下の規程等につ

いてはゼネラルスタッフまたはメイトスタッフ

労働協約を適用しています。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けの各

労働協約を参照して下さい。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

｢就業形態規程｣ 

｢賃金規程」 

「自己研修休職規程」 

（新設） 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

｢育児休業規程｣ 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備休業規程｣ 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「短時間勤務規程」 

「子の看護・家族の介護のための休暇規定」 

｢表彰・懲戒規程｣ 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

「ハラスメント防止規程」 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「自家用車通勤管理規程」 

「テレワーク規程」 

 

＜メイトスタッフ労働協約＞ 

｢福利厚生規程｣ 

（削除） 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

スペシャルスタッフ（無期）労働協約のうち、以下の規程等につ

いてはゼネラルスタッフまたはメイトスタッフ労働協約を適用す

る。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けの各労働協約を参照するも

のとする。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

「自己研修休職規程」 

「配偶者転勤休職制度規程」 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「短時間勤務規程」 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「テレワーク規程」 

配偶者転勤休職制度の新

設 
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（８）プロスタッフ 

■労働協約（本則） 

現行 改訂 適用 
第５章 人事 

第2節 休職 

第５章 人事 

第2節 休職 
 

第512条(休 職) 

会社は、プロスタッフが次の各号の一つに該当するときは休職と

する。 

（中略） 

（新設）  

7.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする 

第512条(休 職) 

会社は、プロスタッフが次の各号の一つに該当するときは休職と

する。 

（中略） 

7．配偶者の勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・

国内）において配偶者と生活を共にするために休業を申し出たと

き。この場合は、別に定める「配偶者転勤休職規程」により取扱

う。 

8.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする。 

 

配偶者転勤休職制度の規

定 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

 

第613条(年次有給休暇) 

会社はプロスタッフに対して、勤続年数に応じ、1年間に次の基

準により年次有給休暇を与える。 

（中略） 

１.入社時に付与する年次有給休暇は、入社月により次の通りと

する。 

 

 
 

 

 

 

（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

（新設） 

  

 

第613条(年次有給休暇) 

会社はプロスタッフに対して、勤続年数及び１ヵ月を平均した週

所定労働日数に応じ、1年間に次の基準により年次有給休暇を与

える。 

（中略） 

1.入社時に付与する年次有給休暇は、入社月及び１ヵ月を平均し

た週所定労働日数により次の通りとする。なお、入社日時点で、

介護・介護準備勤務規程第７条または短時間勤務規程第 8条に定

める所定労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している場

合、１ヵ月を平均した週所定労働日数については｢週 4日｣を適用

する。 

 

 
（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

なお、入社日が 4月1日以外の者については、4月1日から入社

日前日までの暦日は全て出勤したものとして出勤率を算出するも

のとする。 

入社日時点で短時間勤務

を取得する場合への対応  

 

基準日統一に対する出勤

率の算出ルールを明記 

 

第14章 効力 第14章 効力  

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2022 年 4 月1 日から 2023 年 3 月 31 日ま

でとする。 

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2023 年 4 月1 日から 2024 年 3 月 31 日ま

でとする。 

効力の年度改定 

 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2023年3月31

日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2024年3月31

日を超えることはできない。 

効力の年度改定 

 

第15章 付則 第15章 付則  

2022年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

2023年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

効力の年度改定 

 

 

 

 
入社 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

日数 10日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

 

1カ月を平均した 

所定労働時間 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

5日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

4日 7日 7日 7日 7日 7日 7日 4日 3日 2日 0日   
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■付属諸規程 

現行 改訂 適用 
休日規程 

第１章 総則 

休日規程 

第１章 総則 
 

第102条(休日数) 

年間の総休日数113日の内訳は、原則として以下の通りとする。 

13. 店舗休業日、各個休日 ･･････109日 

14. 連続休暇分各個休日  ･･････8日 

第102条(休日数) 

年間の総休日数117日の内訳は、原則として以下の通りとする。 

15. 店舗休業日、各個休日 ･･････109日 

16. 連続休暇分各個休日  ･･････8日 

総休日数の誤り 

賃金規程 

第3章 諸手当 

賃金規程 

第3章 諸手当 

 

第302条(時間外勤務手当･深夜勤務手当) 

各人の所定就業時間外における早出、残業に対しては、時間外勤

務手当(深夜勤務分含む)として、1分間につき通常の賃金および

労働基準法に定める割増分の賃金を支給する。 

 

②前項にかかわらず、フレックスタイム制勤務者については、月

間所定労働時間を超えて労働した時間には 1分間につき労働基準

法に定める時間外勤務手当を支給する。また、午後 10時から午

前5時の間に労働した時間には 1分間につき労働基準法に定める

深夜勤務手当を支給する。 

③前2項にかかわらず、労働基準法第 41条該当者については、1

分間につき本給を月の所定労働時間で除した賃金をもとに労働基

準法に定める深夜勤務における割増分の賃金を支給する。 

④1分間における割増分の賃金は、以下の通りとする。 

（表略） 

上記にかかわらず、所定時間外労働が 1ヵ月60時間を超える場

合の割増率は、以下を適用する。 

（表略） 

 

 

 

第302条(時間外勤務手当･深夜勤務手当) 

各人の所定労働時間外労働に対しては、時間外勤務手当として、

1分間につき通常の賃金及び割増賃金を支給する。なお、割増賃

金率は、１か月の時間外労働の時間数に応じて、次のとおりとす

る。この場合の１か月は毎月 1日を起算日とする。 

1.所定時間外労働 60時間以下 25％ 

2.所定時間外労働 60時間超  50％ 

但し、労働基準法第41条該当者については、時間外勤務手当は

支給しない。 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

②午後10時から午前 5時の間の労働に対しては、深夜勤務手当

として、1分間につき割増賃金を支給する。なお、割増賃金率は

25％とする。 

③前各項の割増賃金の基礎となる 1分間当たりの賃金額は以下の

式により算出する。 

本給／9510 

表記の整理 

賃金規程 

第3章 諸手当 

賃金規程 

第3章 諸手当 

 

第302条(時間外勤務手当･深夜勤務手当) 

各人の所定就業時間外における早出、残業に対しては、時間外勤

務手当(深夜勤務分含む)として、1分間につき通常の賃金および

労働基準法に定める割増分の賃金を支給する。 

 

②前項にかかわらず、フレックスタイム制勤務者については、月

間所定労働時間を超えて労働した時間には 1分間につき労働基準

法に定める時間外勤務手当を支給する。また、午後 10時から午

第302条(時間外勤務手当･深夜勤務手当) 

各人の所定労働時間外労働に対しては、時間外勤務手当として、

1分間につき通常の賃金及び割増賃金を支給する。なお、割増賃

金率は、１か月の時間外労働の時間数に応じて、次のとおりとす

る。この場合の１か月は毎月 1日を起算日とする。 

1.所定時間外労働 60時間以下 25％ 

2.所定時間外労働 60時間超  50％ 

表記の整理 
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現行 改訂 適用 

前5時の間に労働した時間には 1分間につき労働基準法に定める

深夜勤務手当を支給する。 

③前2項にかかわらず、労働基準法第 41条該当者については、1

分間につき本給を月の所定労働時間で除した賃金をもとに労働基

準法に定める深夜勤務における割増分の賃金を支給する。 

④1分間における割増分の賃金は、以下の通りとする。 

（表略） 

上記にかかわらず、所定時間外労働が 1ヵ月60時間を超える場

合の割増率は、以下を適用する。 

（表略） 

 

 

 

但し、労働基準法第41条該当者については、時間外勤務手当は

支給しない。 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

②午後10時から午前 5時の間の労働に対しては、深夜勤務手当

として、1分間につき割増賃金を支給する。なお、割増賃金率は

25％とする。 

③前各項の割増賃金の基礎となる 1分間当たりの賃金額は以下の

式により算出する。 

本給／9510 

（別表）本給表・昇給表 

【基本給】  （月額、単位：円） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表）本給表・昇給表 

【基本給】  （月額、単位：円） 

＜プロスタッフ＞  

 

ベースアップを反映 

退職給付規程 

第3章 確定拠出年金 

退職給付規程 

第3章 確定拠出年金 

 

第306条(加入を希望しない者への代替措置) 

確定拠出年金への加入を希望しない者については、確定拠出年金

制度に拠出すべき前条に定める拠出算定給の額を退職給付前払い

手当として、対象月翌月の給与支給日に給与とは別に支給する。 

 

⑤確定拠出年金制度の加入、非加入を選択後は変更することはで

きない。 

第306条(加入を希望しない者への代替措置) 

確定拠出年金への加入を希望しない者については、確定拠出年金

制度に拠出すべき前条に定める拠出算定給の額を退職給付前払い

手当として、対象月翌月の給与支給日に給与とは別に支給する 

 

⑤確定拠出年金制度の加入、非加入を選択後は変更することはで

きない。 

期日が経過したため、諒

解事項を削除 

 

【プロスタッフ　本給表】

ランク プロスタッフ

1 264,000

2 262,000

3 260,000

4 258,000

5 256,000

6 254,000

7 252,000

8 250,000

9 248,000

10 246,000

11 244,000

12 242,000

13 240,000

14 238,000

15 236,000

16 234,000

17 232,000

18 230,000

19 228,000

20 226,000

21 224,000

22 222,000

23 220,000

24 218,000

25 216,000

26 214,000

27 212,000

28 210,000

29 208,000

30 206,000

31 204,000

32 202,000

33 200,000

34 198,000

35 196,000

36 194,000

37 192,000

38 190,000

39 188,000

40 186,000

41 184,000

【プロスタッフ　本給表】

ランク プロスタッフ

1 266,000

2 264,000

3 262,000

4 260,000

5 258,000

6 256,000

7 254,000

8 252,000

9 250,000

10 248,000

11 246,000

12 244,000

13 242,000

14 240,000

15 238,000

16 236,000

17 234,000

18 232,000

19 230,000

20 228,000

21 226,000

22 224,000

23 222,000

24 220,000

25 218,000

26 216,000

27 214,000

28 212,000

29 210,000

30 208,000

31 206,000

32 204,000

33 202,000

34 200,000

35 198,000

36 196,000

37 194,000

38 192,000

39 190,000

40 188,000

41 186,000
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現行 改訂 適用 

諒解事項〕 

第305条の2第3項にかかわらず、確定拠出年金の加入者は、2022年

9月30日まで個人型年金に掛金を拠出することはできない。 

 

（削除） 

－ 参 考 － 

ゼネラルスタッフ・メイトスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

プロスタッフ労働協約のうち、以下の規程等についてはゼネラル

スタッフ労働協約またはメイトスタッフ労働協約を適用していま

す。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けのゼネラルスタッフ労働協

約を参照して下さい。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

｢就業形態規程｣ 

「自己研修休職規程」 

（新設） 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

｢育児休業規程｣ 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備休業規程｣ 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「短時間勤務規程」 

「子の看護・家族の介護のための半日休暇規定」 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

「ハラスメント防止規程」 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「自家用車通勤管理規程」 

「テレワーク規程」 

 

＜メイトスタッフ労働協約＞ 

｢連続休暇規程｣ 

｢福利厚生規程｣ 

「キャリア形成支援規程」 

（削除） 

ゼネラルスタッフ・メイトスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

プロスタッフ労働協約のうち、以下の規程等についてはゼネラル

スタッフ労働協約またはメイトスタッフ労働協約を適用する。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けのゼネラルスタッフ労働協

約を参照するものとする。 

 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

｢就業形態規程｣ 

「自己研修休職規程」 

「配偶者転勤休職制度規程」 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

｢育児休業規程｣ 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備休業規程｣ 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「短時間勤務規程」 

「子の看護・家族の介護のための半日休暇規定」 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

「ハラスメント防止規程」 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「自家用車通勤管理規程」 

「テレワーク規程」 

 

＜メイトスタッフ労働協約＞ 

｢連続休暇規程｣ 

｢福利厚生規程｣ 

「キャリア形成支援規程」 

配偶者転勤休職制度の新

設 
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（９）エルダースペシャルスタッフ（無期） 

■労働協約（本則） 

現行 改訂 適用 
第５章 人事 

第2節 休職 

第５章 人事 

第2節 休職 
 

第511条(休 職) 

会社は、エルダースペシャルスタッフ（無期）が次の各号の一つ

に該当するときは休職とする。 

（中略） 

（新設）  

7.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする 

第511条(休 職) 

会社は、エルダースペシャルスタッフ（無期）が次の各号の一つ

に該当するときは休職とする。 

（中略） 

7．配偶者の勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・

国内）において配偶者と生活を共にするために休業を申し出たと

き。この場合は、別に定める「配偶者転勤休職規程」により取扱

う。 

8.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする。 

 

配偶者転勤休職制度の規

定 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

 

第615条(年次有給休暇) 

会社は、エルダースペシャルスタッフ（無期）に対し、次の基準

により年次有給休暇を与える。 

但し、年度途中の再雇用における初回契約時の年次有給休暇は、

再雇用時に保有していた日数を継続するものとし、契約に際し改

めて付与しない。 

 

 

（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

（新設） 

  

 

第615条(年次有給休暇) 

第617条(年次有給休暇) 

会社は、エルダースペシャルスタッフ(無期)に対し、次の基準によ

り年次有給休暇を与える。 

1.初回契約時の年次有給休暇は、契約期間月数及び週契約日数・時

間により次の通りとする。 

なお、入社日時点で、介護・介護準備勤務規程第７条または短時間

勤務規程第 8 条に定める所定労働日数の低減により勤務時間の短

縮を実施している場合、１ヵ月を平均した週所定労働日数につい

ては｢週4日かつ週 30日未満｣を適用する。 

 

 

（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

なお、入社日が 4月1日以外の者については、4月1日から入社

日前日までの暦日は全て出勤したものとして出勤率を算出するも

のとする。 

入社日時点で短時間勤務

を取得する場合への対応  

 

基準日統一に対する出勤

率の算出ルールを明記 

 

第14章 効力 第14章 効力  

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2022 年 4 月1 日から 2023 年 3 月 31 日ま

でとする。 

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2023 年 4 月1 日から 2024 年 3 月 31 日ま

でとする。 

効力の年度改定 

 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2023年3月31

日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2024年3月31

日を超えることはできない。 

効力の年度改定 

 

第15章 付則 第15章 付則  

2022年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

2023年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

効力の年度改定 
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■付属諸規程 

現行 改訂 適用 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

 

第203条(申請事由) 

本制度の申請事由は、新会社雇用日前日2年以内にいずれかの事

由が発生した場合に申請することができる。 

 

(中略) 

2.介護・看護 

但し、対象家族は2親等までに限る。 

（新設） 

 

 

（以下略） 

(新設) 

第203条(申請事由) 

本制度は、新会社雇用日前日より前2年以内に、次のいずれかの

事由が発生した場合に申請することができる。 

（中略） 

2.介護・看護 

但し、対象家族は２親等までに限る。 

なお、この場合、対象家族が要介護状態にあることまたは看護が必

要であることの証明書、医師の診断書を提出するものとする。 

（中略） 

4．離婚 

昨年度改訂ミス 

対象家族の状況の証明に

関する運用面での補足 

－ 参 考 － 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

エルダースペシャルスタッフ（無期）労働協約のうち、以下の規

程等についてはゼネラルスタッフまたはメイトスタッフ

労働協約、エルダースタッフⅡ労働協約を適用しています。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けの各

労働協約を参照して下さい。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

｢就業形態規程｣ 

｢賃金規程」 

「自己研修休職規程」 

（新設） 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

｢育児休業規程｣ 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備休業規程｣ 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「子の看護・家族の介護のための休暇規定」 

｢表彰・懲戒規程｣ 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

「ハラスメント防止規程」 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「自家用車通勤管理規程」 

「テレワーク規程」 

＜メイトスタッフ労働協約＞ 

｢福利厚生規程｣ 

＜エルダースタッフⅡ・Ⅲ・Ⅳ労働協約＞ 

「ストック有給休暇規程」 

 

（削除） 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

エルダースペシャルスタッフ（無期）労働協約のうち、以下の規

程等についてはゼネラルスタッフまたはメイトスタッフ

労働協約、エルダースタッフⅡ労働協約を適用する。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けの各労働協約を参照するも

のとする。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

｢就業形態規程｣ 

｢賃金規程」 

「自己研修休職規程」 

「配偶者転勤休職制度規程」 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

｢育児休業規程｣ 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備休業規程｣ 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「子の看護・家族の介護のための休暇規定」 

｢表彰・懲戒規程｣ 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

「ハラスメント防止規程」 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「自家用車通勤管理規程」 

「テレワーク規程」 

＜メイトスタッフ労働協約＞ 

｢福利厚生規程｣ 

＜エルダースタッフⅡ・Ⅲ・Ⅳ労働協約＞ 

「ストック有給休暇規程」 

 

配偶者転勤休職制度の新

設 
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（９）エルダースペシャルスタッフ（有期） 

■労働協約（本則） 

現行 改訂 適用 
第５章 人事 

第2節 休職 

第５章 人事 

第2節 休職 

 

第512条(休 職) 

会社は、エルダースペシャルスタッフ（有期）が次の各号の一つ

に該当するときは休職とする。 

（中略） 

（新設）  

7.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする 

第512条(休 職) 

会社は、エルダースペシャルスタッフ（有期）が次の各号の一つ

に該当するときは休職とする。 

（中略） 

7．配偶者の勤務等の事由により転居を必要とする地域（海外・

国内）において配偶者と生活を共にするために休業を申し出たと

き。この場合は、別に定める「配偶者転勤休職規程」により取扱

う。 

8.その他、会社が認めた事由による連続欠勤が 30日に及んだと

きは休職とし、当該休職が 3ヶ月に到達した日を休職満了日とす

る。但し、在職期間中、同一事由によるものは 1回のみとする。 

 

配偶者転勤休職制度の規

定 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

第6章 労働条件 

第2節 休日・休暇 

 

第617条(年次有給休暇) 

会社はエルダースペシャルスタッフ（有期）に対して、勤続年数

に応じ、1年間に次の基準により年次有給休暇を与える。 

（中略） 

１.入社時に付与する年次有給休暇は、入社月により次の通りと

する。 

 

（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

（新設） 

  

 

第617条(年次有給休暇) 

会社は、エルダースペシャルスタッフ(有期)に対し、次の基準によ

り年次有給休暇を与える。 

1.初回契約時の年次有給休暇は、契約期間月数及び週契約日数・時

間により次の通りとする。 

なお、入社日時点で、介護・介護準備勤務規程第７条または短時間

勤務規程第 8 条に定める所定労働日数の低減により勤務時間の短

縮を実施している場合、１ヵ月を平均した週所定労働日数につい

ては｢週4日かつ週 30日未満｣を適用する。 

 

（中略） 

③第1項の休暇は、前年度において全労働日の 8割以上出勤した

者に適用し、8割未満出勤者については、基準日における前年度

に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6日になるまでの日

数を付与する。 

なお、入社日が 4月1日以外の者については、4月1日から入社

日前日までの暦日は全て出勤したものとして出勤率を算出するも

のとする。 

入社日時点で短時間勤務

を取得する場合への対応  

 

基準日統一に対する出勤

率の算出ルールを明記 

 

第14章 効力 第14章 効力  

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2022 年 4 月1 日から 2023 年 3 月 31 日ま

でとする。 

第1404条(有効期間) 
本協約の有効期間は、2023 年 4 月1 日から 2024 年 3 月 31 日ま

でとする。 

効力の年度改定 

 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2023年3月31

日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 
本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の

申出がない場合は、さらに1年間有効とするが、2024年3月31

日を超えることはできない。 

効力の年度改定 

 

第15章 付則 第15章 付則  

2022年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

2023年4月1日 
株式会社函館丸井今井 
代表取締役 橋 淳央 
  
三越伊勢丹グループ労働組合 

北海道統括支部 執行委員長 玉谷 謙一朗 

効力の年度改定 
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■付属諸規程 

現行 改訂 適用 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

キャリア形成支援制度規程 

第2章 グループライフイベント転籍制度 

 

第203条(申請事由) 

本制度の申請事由は、新会社雇用日前日2年以内にいずれかの事

由が発生した場合に申請することができる。 

 

(中略) 

2.介護・看護 

但し、対象家族は2親等までに限る。 

（新設） 

 

 

（以下略） 

(新設) 

第203条(申請事由) 

本制度は、新会社雇用日前日より前2年以内に、次のいずれかの

事由が発生した場合に申請することができる。 

（中略） 

2.介護・看護 

但し、対象家族は２親等までに限る。 

なお、この場合、対象家族が要介護状態にあることまたは看護が必

要であることの証明書、医師の診断書を提出するものとする。 

（中略） 

4．離婚 

昨年度改訂ミス 

対象家族の状況の証明に

関する運用面での補足 

－ 参 考 － 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

エルダースペシャルスタッフ（有

期）労働協約のうち、以下の規程等についてはゼネラルスタッフ

またはメイトスタッフ労働協約を適用しています。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けの各

労働協約を参照して下さい。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

｢就業形態規程｣ 

｢賃金規程」 

「自己研修休職規程」 

（新設） 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

｢育児休業規程｣ 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備休業規程｣ 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「短時間勤務規程」 

「子の看護・家族の介護のための休暇規定」 

｢表彰・懲戒規程｣ 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

「ハラスメント防止規程」 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「自家用車通勤管理規程」 

「テレワーク規程」 

 

＜メイトスタッフ労働協約＞ 

｢福利厚生規程｣ 

（削除） 

 

ゼネラルスタッフ労働協約を適用する諸規程等 

 

エルダースペシャルスタッフ（有

期）労働協約のうち、以下の規程等についてはゼネラルスタッフ

またはメイトスタッフ労働協約を適用する。 

必要な点は、総務部事務所に備え付けの各労働協約を参照するも

のとする。 

 

＜ゼネラルスタッフ労働協約＞ 

「通勤費支給細則｣ 

「自己研修休職規程」 

「配偶者転勤休職制度規程」 

｢出張規程｣ 

「国内出向規程」 

「育児勤務規定」 

｢介護・準備勤務規程｣ 

「短時間勤務規程」 

｢安全衛生管理規程｣ 

「安全衛生管理規程運用細則」 

「安全衛生委員会規則」 

「健康情報等の取扱規程」 

｢自動車安全運転規程｣ 

｢職務発明規程｣ 

｢苦情処理規程｣ 

｢紛争の解決・平和条項に関する協定｣ 

「テレワーク規程」 

配偶者転勤休職制度の新

設 

 

 

 


